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　現在市販されている電気用品を市場から買い上げ、電気用品安全法（昭和３６年法律第２
３４号）の技術基準に基づいたテスト・調査を実施して、その結果から安全面での問題点の
解明を行うとともに、同法が定める表示等が適切に行われているかについて確認する。それ
らの結果を総合し、当該電気用品の安全性等を検証し、製品に起因する事故の未然防止及
び再発防止に資するための調査研究を行った。

　本調査は、製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販され
ている業務用電気用品のうち配線器材以外について、電気用品安全法令に定める事項の
遵守状況等を確認するためテスト及び調査を行い、法執行等の参考に資する資料を得るこ
とを目的とする。
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１．まえがき

２．電気用品試買検査の実施方法

２．１　検査品目

２．２　検査項目

電気用品の技術上の基準を定める省令（平成２５年経済産業省令第３４号）の解釈に基づ
く基準（ただし、部品性能試験を除く）

電気用品安全法で規定する表示

電気用品安全法特定製品安全性等調査確認

　本調査では、市場に流通している電気用品安全法対象品目のうち、通常品目（電気用品全
品目を３年から５年程度で一巡して試験できるように選定）について試買テストを実施した。

　電気用品安全法対象品目（特定電気用品１１６品目、特定電気用品以外の電気用品３４１
品目）は、一般消費者の使用する家電製品の他に、業務用機器、設備機器、電気設備用資
材など、多岐に亘っているが、これらの電気用品について定期的な試買テストを実施するた
め、電気用品の区分及び用途別に、試買電気用品リストに示す品目数（通常品目４０品目（う
ち特定電気用品７品目、特定電気用品以外の電気用品３３品目））の電気用品について、試
買テストを実施した。

①

②
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試買電気用品リスト （ 40 品目 110 機種 214 台）

通常品目 （ 40 品目 110 機種 214 台）

特定電気用品 （ 7 品目 23 機種 46 台）

機種 台数

( 3 ) 電気温水器 5 10
家庭用温熱治療器 2 4
観賞魚用ヒーター 5 10

( 4 ) 電気ポンプ 5 10
アイスクリームフリーザー 2 4
ディスポーザー 2 4
その他の電気気泡発生器 2 4

特定電気用品以外の電気用品 （ 33 品目 87 機種 168 台）

機種 台数

( 11 ) その他の採暖用電熱器具 2 4
電気天火 2 4
電気ジャー 2 4
電気フライヤー 2 4
電気茶沸器 2 4
電気はんだごて 2 4
タオル蒸し器 2 4
投込み湯沸器 5 4
電熱マット 2 4
電気乾燥器 5 10
電気温きゆう器 2 4

( 17 ) 電気製氷機 2 4
電気冷水機 2 4
電気捕虫機 2 4
タイムレコーダー 2 4
硬貨計数機 2 4
紙幣計数機 2 4
自動販売機(特定電気用品を除く。) 2 4
両替機 2 4
理髪いす 2 4
換気扇 5 10
電気黒板ふきクリーナー 2 4
電気床磨き機 2 4
電気靴磨き機 2 4
電気スクリュードライバー 5 10
電気サンダー 5 10
電気ポリッシャー 5 10
電気金切り盤 5 10

( 1 ) エレクトロニックフラッシュ 2 4
( 3 ) 電子式金銭登録機 2 4

インターホン 2 4
消磁器 2 4

( 1 ) 電気さく用電源装置 2 4

電気用品の区分 電気用品名

電気用品の区分 電気用品名

電動力応用機械器具

電熱器具

電熱器具

電動力応用機械器具

光源及び光源応用機械器具
電子応用機械器具

交流用電気機械器具
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３．電気用品試買検査の結果

３．１　検査結果の概要
機種について、検査品を使用して検査を実施した。

そのうち、次のとおり不適合があった。
技術基準不適合； 機種
施行規則不適合； 機種

３．２　電気用品試買検査結果総括表

【総合計】

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

備考：

【特定電気用品合計】

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

【特定電気用品以外の電気用品合計】

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

【品目詳細】

特定電気用品

電気温水器
家庭用温熱治療器 （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ）
観賞魚用ヒーター （ 3 ） （ 3 ）
電気ポンプ （ 3 ） （ 3 ） （ 2 ） （ 2 ）
アイスクリームフリーザー （ 2 ） （ 2 ） （ 1 ） （ 1 ）
ディスポーザー （ 2 ） （ 2 ） ）
その他の電気気泡発生器 （ 1 ） （ 2 ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

特定電気用品以外の電気用品

その他の採暖用電熱器具 （ 1 ） （ 1 ）

試買検査は、 品目、39 100

18 品目、 32
4 品目、 5

施行規則不適合技術基準不適合試買検査実施対象

機種数事業者数機種数事業者数

表中の括弧内は、事業者数にあっては輸入事業者数を、機種数にあっては輸入機種数を示
し、内数である。（以下、この項において同じ。）

電気用品名

総合計
98
59

100
60

機種数事業者数

32
22

5
3

品目数 39 18 4

32
22

5
3

2 25 5
5 5
2 2 2 2
5 5

1 1

機種数 事業者数

2 2
2 2

電気用品名
試買検査実施対象 技術基準不適合 施行規則不適合

事業者数 機種数 事業者数 機種数

1 2

特定電気用品合計
22 23 4 4 1 1
12 13 3 3 1 1

品目数 7 2 1

電気用品名
試買検査実施対象 技術基準不適合 施行規則不適合

事業者数 機種数 事業者数 機種数 事業者数 機種数

2 2 1 1

電気用品名
試買検査実施対象 技術基準不適合 施行規則不適合

事業者数

施行規則不適合

事業者数

2

事業者数 機種数 事業者数 機種数

特定電気用品以外の
電気用品合計

76 77 28 28

機種数 事業者数 機種数 事業者数 機種数

特定電気用品合計
22 23 4 4 1

機種数

1
12 13 3 3 1 1

品目数 32 16 3

4
47 47 19 19 2

4

品目数 7 2 1

電気用品名
試買検査実施対象 技術基準不適合
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施行規則不適合技術基準不適合試買検査実施対象

機種数事業者数機種数事業者数
電気用品名

機種数事業者数

電気天火 （ 2 ） （ 2 ）
電気ジャー
電気フライヤー （ 2 ） （ 2 ）
電気茶沸器
電気はんだごて （ 1 ） （ 1 ）
タオル蒸し器
投込み湯沸器 （ 1 ） （ 1 ）
電熱マット （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ）
電気乾燥器 （ 5 ） （ 5 ） （ 3 ） （ 3 ）
電気温きゆう器
電気製氷機 （ 2 ） （ 2 ） （ 2 ） （ 2 ）
電気冷水機
電気捕虫機 （ 2 ） （ 2 ） （ 2 ） （ 2 ） （ 1 ） （ 1 ）
タイムレコーダー （ 1 ） （ 1 ）
硬貨計数機
紙幣計数機 （ 1 ） （ 1 ）
自動販売機(特定電気用品を除く。
両替機
理髪いす （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ） （ 1 ）
換気扇 （ 5 ） （ 5 ）
電気黒板ふきクリーナー
電気床磨き機
電気スクリュードライバー （ 4 ） （ 4 ） （ 3 ） （ 3 ）
電気サンダー （ 5 ） （ 5 ）
電気ポリッシャー （ 5 ） （ 5 ） （ 3 ） （ 3 ）
電気金切り盤 （ 4 ） （ 4 ） （ 3 ） （ 3 ）
エレクトロニックフラッシュ
電子式金銭登録機 （ 2 ） （ 2 ） （ 1 ） （ 1 ）
インターホン （ 2 ） （ 2 ）
消磁器
電気さく用電源装置

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
5 5 1 1
2 2 2 2
5 5 3 3

2 2

1 1
2 2 2 2
2 2

1 12 2 2 2
2 2
1 1
2 2 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
5 5
1 2
1 1 1 1
5 5
5 5

3 3

5 5 3 3
5 5 3 3
2 2 2 2
2 2 1 1
2 2

1 12 2 1 1
1 1

特定電気用品以外の
電気用品合計

76 77 28 28 4 4
47 47 19 19 2 2

品目数 32 16 3
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３．３　技術基準不適合項目と不適合数

69

15

84

【別表第一　～　別表第十一】

不　適　合　項　目 技　術　基　準　の　内　容

別表第八１（１）イ 器体の材料 2
別表第八１（１）ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物 2
別表第八１（１）リ アース用端子の材料 1
別表第八１（２）イ 形状、組立、動作が円滑 5
別表第八１（２）ヘ 充電部の露出 1
別表第八１（２）ト 空間距離 11
別表第八１（２）ヌ（ハ） 内部配線（鋭利な箇所への接触） 1
別表第八１（２）ヲ 電源電線の接続部の張力 1
別表第八１（２）ツ（ロ） 人が触れるおそれのある金属部 3
別表第八１（２）ツ（ニ）ａ アース線の表示 4
別表第八１（２）ツ（ホ）ｂ アース用端子ねじの呼び径 1
別表第八１（２）ツ（ホ）ｃ アース用端子の兼用 1
別表第八１（２）ナ 可動部の保護 1
別表第八１（２）ラ（ロ） 器体の一部の取り外し（表示） 1
別表第八１（２）ウ スイッチの表示 1
別表第八１（２）ノ（ハ） 電源電線の取付端子ねじ 1
別表第八１（２）マ 電流（温度）ヒューズの定格表示 2
別表第八１（３）イ 部品の定格（電圧、電流） 1
別表第八１（３）ヌ 接続器：寸法 1
別表第八１（４）イ 消費電力の許容差 1
別表第八１（４）ハ（イ） 消費電力の許容差 4
別表第八１（６） 電圧変動 1
別表第八１（１２） 表示 6
別表第八２（２３）ニ（ハ） 異状温度上昇 1
別表第八２（３０）ロ 絶縁性能 1
別表第八２（４９）ハ 平常温度上昇 1
別表第八２（５２）イ（ニ） アース機構 1
別表第八２（６４）ハ（イ） 平常温度上昇 4
別表第十　第５章２．１ 雑音電力 1
別表第十　第５章２．２（１） 連続性雑音端子電圧 7

69合　　　　　　　計

不適合数技術基準不適合

別表第一　～　別表第十一

別表第十二

総　計

不適合数
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【別表第十二】
不　適　合　項　目 技　術　基　準　の　内　容

Ｊ６０３３５－１（Ｈ１４）７．１ 定格等の表示 1
Ｊ６０３３５－１（Ｈ１４）１１．８ 温度上昇 1
Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）２５．１０ アース線の表示 1
Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）２８．４ 電気的接続 1
Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）３０．１ ボールプレッシャー 1
Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．１ 定格等の表示 2
Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．６ 単位等の記号 2
Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．１２ 取扱説明書 2
Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）２４．１２ 電源電線の折り曲げ 1
Ｊ６０７４５－２－３（Ｈ２２）８．１ 定格等の表示 1
Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）１．７．２ 取扱説明書 1
Ｊ６０９５０－１（Ｈ１９）２．１．１ 充電部へのアクセス 1

15

不適合数

合　　　　　　　計
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３．４　検査品目番号と対比する電気用品名一覧

電気用品名 機種数 品目番号 備考（購入断念理由）
電気温水器 5 301
家庭用温熱治療器 2 302
観賞魚用ヒーター 5 303
電気ポンプ 5 304
アイスクリームフリーザー 2 305
ディスポーザー 2 306
その他の電気気泡発生器 2 307
その他の採暖用電熱器具 2 308
電気天火 2 309
電気ジャー 2 310
電気フライヤー 2 311
電気茶沸器 2 312
電気はんだごて 2 313
タオル蒸し器 1 314
投込み湯沸器 5 315
電熱マット 2 316
電気乾燥器 5 317
電気温きゆう器 1 318
電気製氷機 2 319
電気冷水機 2 320
電気捕虫機 2 321
タイムレコーダー 2 322
硬貨計数機 1 323
紙幣計数機 2 324
自動販売機(特定電気用品を除く。) 1 325
両替機 1 326
理髪いす 1 327
換気扇 5 328
電気黒板ふきクリーナー 2 329
電気床磨き機 1 330
電気靴磨き機 市場に出回っていない
電気スクリュードライバー 5 331
電気サンダー 5 332
電気ポリッシャー 5 333
電気金切り盤 5 334
エレクトロニックフラッシュ 2 335
電子式金銭登録機 2 336
インターホン 2 337
消磁器 2 338
電気さく用電源装置 1 339
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３．５　品目別検査結果表

注： 表中の記号（○、×、－）の意味は、次のとおりです。
○ ：適合した項目
× ：適合しなかった項目
－ ：試験を適用しなかった項目
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気温水器
100V
450W

屋内用

JJJ
（JHPN-F13N2）

㈱LIXIL ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 電気温水器

100V
1.5kW

50/60Hz
屋内用

JJJ
（JS-20N3）

㈱日本イトミック ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 電気温水器

単相200V
4.4kW

50-60Hz
屋内外用

JJJ
（DO-3710）

㈱長府製作所 ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 電気温水器
単相200V
5.4kW

屋内外用

JJJ
（BJ-S46J）

日立アプライアンス
㈱

（日立）
○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 電気温水器
単相200V
2.1kW
屋内用

JJJ
（SR-151C）

三菱電機㈱ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０１

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSJマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八

２．個　別　事　項（１２）

解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

折
り
畳
み
性
能

噴
霧
性
能

圧
力
安
全
弁
の
動
作
性
能

感
熱
線
の
均
一
特
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 家庭用温熱治療器
100V
80W

50/60Hz

CCCCCC
（C-501）

㈱クロシオインター
ナショナル
（輸入）

○ × － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ － － － ○ × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PCEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八

２．個　別　事　項（２３）

解釈

別表
第十

11/167



7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

充
電
部
へ
の
可
触
に
対
す
る
保
護

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

運
転
時
の
漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

耐
湿
性

漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

変
圧
器
及
び
変
圧
器
に
接
続
し
た
回
路
の
過
負
荷
保
護

異
常
運
転

安
定
性
及
び
機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
線
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
電
線
用
端
子

ア
ー
ス
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
・
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
耐
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

エ
ッ
ク
ス
線
放
射
、
毒
性
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
危
険
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

2 家庭用温熱治療器
100V
25W

50Hz/60Hz

CCCCCC
（ﾎﾞﾃﾞｨｰﾄﾞｸﾀｰ

FT）

ファミリー・サービ
ス・エイコー㈱

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － － ○ × ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）、Ｊ６０３３５－２－Ｊ１１（Ｈ２１）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３０２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PCEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

12/167



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

急
冷
試
験

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 観賞魚用ヒーター
100V
100W

水中用

JJJ
（26℃ﾐﾆﾋｰﾀｰ
100W 75034）

テトラジャパン㈱
（テトラ）
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

2 観賞魚用ヒーター
100V
500W

水中用

JJJ
（ﾏｲｸﾛﾊﾟﾜｰﾋｰﾀｰ

ﾌﾞﾗｯｸ）
㈲寿電気 ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

3 観賞魚用ヒーター
100V
10W

水中用

JJJ
（ﾌﾟﾘｾｯﾄｵｰﾄﾋｰﾀｰ

10）
㈱エヴァリス ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

4 観賞魚用ヒーター
100V
80W

水中用

JJJ
（ｵｰﾄﾋｰﾀｰ ｽﾀﾝ

ﾃﾞｨSH80）

ファイブプラン㈱
（ジェックス）

（輸入）
○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

5 観賞魚用ヒーター
100V
80W

水中用

JJJ
（ﾐﾆｵｰﾄNJO80）

共栄アクアテック㈱
（ニッソ－）

（輸入）
○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０３

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSJマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八

２．個　別　事　項（１５）

解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

消
費
電
力
の
許
容
差

附
属
圧
力
ス
イ
ッ
チ
の
性
能

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気ポンプ

3相
200V
260W
50Hz

JJJ
(CRS401J)

㈱田井鐵工
（新明和工業）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○

2 電気ポンプ
100V
120W
50Hz

JJJ
(FP-5S)

㈱鶴見製作所
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○

3 電気ポンプ
100V
630W
50Hz

JJJ
(SP450-A)

㈱工進
（新ダイワ）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○

4 電気ポンプ
100V
420W
50Hz

JJJ
(RMX-4000)

リョービ㈱
（輸入）

○ × － ○ － － － ○ ○ － － ○ ○ ○ ※ － － － × ○

5 電気ポンプ
100V

210/250W
50/60Hz

JTV
(PSP-70NS)

㈱ナカトミ
（輸入）

× × － × － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ × － － － × ○

※ 平常温度上昇試験において、電動機に取り付けられた自動復帰形の過負荷保護装置が動作した為、判定ができなかった。

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０４

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSJマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八

２．個　別　事　項（４９）

解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

材
料

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
アイスクリームフ

リーザー

100V
10W/7W
50/60Hz

JJJ
(DID-1420)

㈱ドウシシャ
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2
アイスクリームフ

リーザー

100V
6W

50/60Hz


(MCJ-3631)

㈱マクロス
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０５

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSJマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（５５）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十

15/167



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 ディスポーザー

100V
280/205W
50/60Hz
2分定格

UUUUU
(AC105UA)

㈱ＩＳＥジャパン
（エマソン）
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ディスポーザー

100V
720W

50/60Hz
45秒定格

UUUUU
(PM3)

㈱エーエムシー
（アナハイム）

（輸入）
○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０６

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PUEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（６３）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十

16/167



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
その他の電気気泡

発生器

100V
33W

50/60Hz
屋外用

JJJ
（LA-40J）

日東工器㈱
（日東工器）

（輸入）
○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

2
その他の電気気泡

発生器

100V
72W

50/60Hz
屋外用

JJJ
（AK-80）

日東工器㈱
（工進）
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０７

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSJマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（７８）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

感
熱
線
の
均
一
特
性

耐
過
速
度
性
能

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
その他の採暖用電

熱器具
100V
25W


(UP-203)

㈱カイテック
（貝沼産業）

○ ○ ○ × － ○ － － ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ × ○

2
その他の採暖用電

熱器具
100V
21W


S-JETﾏｰｸ付
(PHK-545E)

アイリスオーヤマ㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０８

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（２０）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気天火
100V
1200W


S-JETﾏｰｸ付
（JOT-12A）

ハイアールジャパン
セールス㈱

（ハイアール）
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ － ○ ○ ○ － － － － － － ○ － ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３０９

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（１０）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

充
電
部
へ
の
可
触
に
対
す
る
保
護

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

運
転
時
の
漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

耐
湿
性

漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

変
圧
器
及
び
変
圧
器
に
接
続
し
た
回
路
の
過
負
荷
保
護

異
常
運
転

安
定
性
及
び
機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
線
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
電
線
用
端
子

ア
ー
ス
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
・
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
耐
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

エ
ッ
ク
ス
線
放
射
、
毒
性
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
危
険
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

2 電気天火
100V
1200W

50/60Hz


（HR-T121）

㈱太知ホールディン
グス

（廣瀬無線電機）
（輸入）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：
Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）、Ｊ６０３３５－２－９（Ｈ２０）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０） 判定

品目番号　３０９

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
 PSEマーク等

（型番）

 製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

20/167



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気ジャー
100V
141W


(RR-035VKT2)

㈱柳澤製作所
（リンナイ）

○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 電気ジャー
100V
130W


(PR-100J-1)

㈱パロマ ○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１０

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（９）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ へ ト
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

感
熱
線
の
均
一
特
性

耐
過
速
度
性
能

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気フライヤー
100V
900W

50/60Hz


(MKA-900)

三ツ谷電機㈱
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

2 電気フライヤー
100V
1000W

50Hz/60Hz


(CDF-100JBS)

㈱三栄コーポレー
ション

（Cuisinart）
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１１

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（２０）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気茶沸器
100V
800W

50/60Hz


（ATE-100HA1）

ホシザキ電機㈱ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

2 電気茶沸器
100V
1015W

50/60Hz


（BHY660TY）

富士電機㈱
（ヤマミズ）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（１２）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気はんだごて
100V
80W


(No.337)

白光㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 電気はんだごて
100V
30W


(KX-30)

太洋電機産業㈱ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１３

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（２８）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 タオル蒸し器
100V
700W


(BEAUTY
STEAMER)

日鈑工業㈱ ○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１４

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（２５）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 投込み湯沸器
100V
1000W


(TWSH-1110)

泉電熱㈱ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

2 投込み湯沸器
100V
900W


(SCH-900SC)

クマガイ電工㈱ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 投込み湯沸器
100V
1000W


S-JETﾏｰｸ付
(WPS-110)

㈱加島
（大阪魂）
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 投込み湯沸器
100V
500W


S-JETﾏｰｸ付
(YLB1104)

㈱八光電機 ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 投込み湯沸器
100V
500W


(H-500S)

大栄電熱工業㈱
（フジマック）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１５

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（３０）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

感
熱
線
の
均
一
特
性

耐
久
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電熱マット 表示なし


（雪国の春）
㈱雪国の春
（輸入）

○ × － ※ － ○ － － ○ － － × ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ × ×

2 電熱マット 表示なし


(TD-85S) ㈱北海道ゴム工業所 ○ ○ － ※ － ○ － － ○ － － × ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ × ×

※　消費電力の定格値が不明なため判定ができなかった。

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１６

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（３３）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気乾燥器
100V
90W

50/60Hz


（FH-1123）

フカダック㈱
（輸入）

○ × ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ × ○

4 電気乾燥器

100V
0.3W/H～
最大13W/H
50/60Hz


（NT-33-MⅡWH）

トーリ・ハン㈱
（輸入）

○ × ○ ○ － ○ － － ○ － － × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

5 電気乾燥器
100V
70W


（TS-K80）

森永エンジニア
リング㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１７

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（３６）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

充
電
部
へ
の
可
触
に
対
す
る
保
護

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

運
転
時
の
漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

耐
湿
性

漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

変
圧
器
及
び
変
圧
器
に
接
続
し
た
回
路
の
過
負
荷
保
護

異
常
運
転

安
定
性
及
び
機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
線
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
電
線
用
端
子

ア
ー
ス
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
・
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
耐
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

エ
ッ
ク
ス
線
放
射
、
毒
性
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
危
険
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

2 電気乾燥器
100V
120W

50/60Hz


S-JQAﾏｰｸ付

（TL120CSJ）

㈱ディンプレック
ス・ジャパン
（Dimplex）
（輸入）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ ○ - - ○ ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）、Ｊ６０３３５－２－４３（Ｈ２０）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３１７

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

充
電
部
へ
の
可
触
に
対
す
る
保
護

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

運
転
時
の
漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

耐
湿
性

漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

変
圧
器
及
び
変
圧
器
に
接
続
し
た
回
路
の
過
負
荷
保
護

異
常
運
転

安
定
性
及
び
機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
線
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
電
線
用
端
子

ア
ー
ス
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
・
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
耐
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

エ
ッ
ク
ス
線
放
射
、
毒
性
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
危
険
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

3 電気乾燥器
100V
180W

50/60Hz


(KHN22-7379)

コーナン商事㈱
（輸入）

× ○ ○ × ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０３３５－１（Ｈ１４）、Ｊ６０３３５－２－Ｊ６（Ｈ１４）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３１７

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ リ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

折
り
畳
み
性
能

噴
霧
性
能

圧
力
安
全
弁
の
動
作
性
能

感
熱
線
の
均
一
性
特
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気温きゅう器
100V
10W

50/60Hz


（ストレスフ

リー）
㈱ベステック ○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１８

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（２３）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

充
電
部
へ
の
可
触
に
対
す
る
保
護

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

運
転
時
の
漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

耐
湿
性

漏
洩
電
流
及
び
耐
電
性

変
圧
器
及
び
変
圧
器
に
接
続
し
た
回
路
の
過
負
荷
保
護

異
常
運
転

安
定
性
及
び
機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
線
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
電
線
用
端
子

ア
ー
ス
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
・
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
耐
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

エ
ッ
ク
ス
線
放
射
、
毒
性
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
危
険
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気製氷機
100V

50/60Hz
110W


（VS-ICE02）

㈱ベルソス
（輸入）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － ○ × ○ ○ ○ － ○ × ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）、Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ２０）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３１９

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

消
費
電
力
の
許
容
差

冷
媒
漏
え
い

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

2 電気製氷機

100V
50/60Hz
2.7A
195W


（ZB-02）

ＳＩＳ㈱
（輸入）

○ × ○ － － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３１９

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（５２）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ 　
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

消
費
電
力
の
許
容
差

冷
媒
漏
え
い

　 雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気冷水機
100V

160/175W
50/60Hz


（SD-B185）

西山工業㈱
（Panasonic）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 電気冷水機
100V

176/190W
50/60Hz


（RW-143P-1形）

日立レフテクノ㈱
（日立アプライアン

ス）
○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２０

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（５１）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気捕虫機

100V
26W

50/60Hz



（ECO-MC26W）

ロボテック大阪㈱
（輸入）

○ × ○ × － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

2 電気捕虫機
100V

50/60Hz
（WJ-718）

ウィキャン㈱
（輸入）

○ × ○ ※ － ○ － ○ ○ － － × ○ ○ ○ × × ×

※　定格消費電力の表示がないため、判定ができなかった。

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２１

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（７９）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十

35/167



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 タイムレコーダー
100V
17W

50/60Hz


(TIMEBOY8ﾌﾟﾗｽ)

ニッポｰ㈱ ○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

2 タイムレコーダー
100V
8W

50/60Hz


(QR-340)

セイコープレシジョ
ン㈱

(SEIKO)
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（７０の３）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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1.5 1.6 1.7 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 6
部
品

電
源
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

表
示
及
び
取
扱
説
明
書

危
険
か
ら
の
保
護

配
線
・
接
続
及
び
電
源
の
供
給

安
定
性

機
械
的
強
度

設
計
及
び
構
造

危
険
な
可
動
部
に
対
す
る
保
護

温
度
に
関
す
る
要
求
事
項

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
開
口

耐
火
性

タ
ッ
チ
カ
レ
ン
ト
及
び
保
護
導
体
電
流

耐
電
圧

異
常
運
転
及
び
故
障
状
態

電
気
通
信
網
へ
の
接
続

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 硬貨計数機
100-240V

1.5A
50/60Hz


(VCCS-2000)

㈱高見沢サイバネ
ティックス

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

判定

品目番号　３２３

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

電気用品の技術上の基準を定める解釈　別表第十二：
Ｊ６０９５０-1（Ｈ２２）及びＪ５５０２２（Ｈ２２）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 紙幣計数機
100V
45W

50-60Hz


(DN-600)

㈱ダイト
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２４

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（７０の３）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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1.5 1.6 1.7 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 6
部
品

電
源
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

表
示
及
び
取
扱
説
明
書

危
険
か
ら
の
保
護

配
線
・
接
続
及
び
電
源
の
供
給

安
定
性

機
械
的
強
度

設
計
及
び
構
造

危
険
な
可
動
部
に
対
す
る
保
護

温
度
に
関
す
る
要
求
事
項

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
開
口

耐
火
性

タ
ッ
チ
カ
レ
ン
ト
及
び
保
護
導
体
電
流

耐
電
圧

異
常
運
転
及
び
故
障
状
態

電
気
通
信
網
へ
の
接
続

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

2 紙幣計数機
100V
1.8A

50/60Hz


（KOA75）

コーア㈱ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × ○

判定

品目番号　３２４

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

電気用品の技術上の基準を定める解釈　別表第十二：
Ｊ６０９５０（Ｈ１９）及びＪ５５０２２（Ｈ２０）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

漏
え
い
電
波
の
電
力
密
度

定
格
高
周
波
出
力
の
許
容
差

消
費
電
力
の
許
容
差

冷
媒
漏
え
い

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 自動販売機
100V
18W

50/60Hz


（K249-501）

協南精機㈱ ○ × － × － ○ － ○ ○ － － × ○ ○ ○ － － － － － － × × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２５

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（７１）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十

40/167



⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 両替機
100V
15W

50/60Hz


(BX-102)

㈱BOSTEC ○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２６

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（７１の２）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
状
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 理髪いす
100V
160W

50-60Hz


(LEON)

㈱ビューティガレー
ジ

（輸入）
× × × × － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２７

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（２８）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

経
年
劣
化
に
係
る
注
意
喚
起
の
た
め
の
表
示

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 換気扇
100V

16/17W
50/60Hz


（YAK-15LF）

ユアサプライムス㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

2 換気扇
100V

21.5/24.5W
50/60Hz


（EX-252LF）

三菱電機㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

3 換気扇
100V

21/24W
50/60Hz


（NVF-20FS2）

ニチデン精機㈱
（日本電興）

（輸入）
○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

4 換気扇
100V

16/18W
50/60Hz


（YK-15）

ニチデン精機㈱
（山善）
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

5 換気扇
100V

17/19.5W
50/60Hz


（FY-20TH1）

パナソニックエコシ
ステムズ㈱

（Panasonic）
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２８

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（４１）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

耐
過
速
度
性
能

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
電気黒板ふきク

リーナー

100V
320W

50/60Hz


（EC-1）

㈱電興社
（ライオン事務器）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

2
電気黒板ふきク

リーナー

100V
310W

50-60Hz


（KC-100B）

㈱電興社
（内田洋行）

○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３２９

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（４６）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

耐
過
速
度
性
能

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気床磨き機
100V

50/60Hz
300W


(CMP-80.81S)

アマノ武蔵電機㈱ ○ × ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － ○ × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３０

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（４６）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

耐
過
速
度
性
能

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
電気スクリュード

ライバー

100V
25W

50/60Hz
20分定格


（WAC-01CZ）

㈱高儀
（輸入）

○ × ○ ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

2
電気スクリュード

ライバー

100V
75W

50/60Hz
30分定格



（AD-65）

㈱ナカトミ
（輸入）

× ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○

3
電気スクリュード

ライバー

100V
70W

50/60Hz



（FDD-1000）

リョービ㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
電気スクリュード

ライバー

100V
480W

50/60Hz



（W5SA）

日立工機㈱
（日立）

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３１

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（６４）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
一
般
要
求
事
項

表
示

充
電
部
へ
の
近
接
に
対
す
る
保
護

始
動

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

漏
洩
電
流

耐
湿
性

耐
電
圧

変
圧
器
及
び
関
連
回
路
の
過
負
荷
保
護

耐
久
性

異
常
運
転

機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
源
接
続
及
び
外
部
可
撓
コ
ー
ド

外
部
導
体
用
端
子

接
地
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
、
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

放
射
線
、
毒
性
及
び
類
似
の
危
険
源

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

5
電気スクリュード

ライバー

100V
90W



（KRX1）

ポップリベット・ファス
ナー㈱

（ブラックアンドデッ
カー）
（輸入）

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ × ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）、Ｊ６０７４５－２－２（Ｈ２２）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３３１

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
(ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

耐
過
速
度
性
能

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気サンダー

100V
100W

50/60Hz
30分定格



（FS-80）

㈱ナカトミ
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 電気サンダー

100V
130W

50/60Hz



（CSD-10KD）

㈱高儀
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 電気サンダー

100V
200W

50/60Hz



（ES-200DCSC）

藤原産業㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（６４）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
一
般
要
求
事
項

表
示

充
電
部
へ
の
近
接
に
対
す
る
保
護

始
動

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

漏
洩
電
流

耐
湿
性

耐
電
圧

変
圧
器
及
び
関
連
回
路
の
過
負
荷
保
護

耐
久
性

異
常
運
転

機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
源
接
続
及
び
外
部
可
撓
コ
ー
ド

外
部
導
体
用
端
子

接
地
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
、
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

放
射
線
、
毒
性
及
び
類
似
の
危
険
源

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

4 電気サンダー
100V
80W



（PSM80A）

ボッシュ㈱
（輸入）

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）、Ｊ６０７４５－２－４（Ｈ２２）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３３２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
(ブランド名）
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
表
示

感
電
に
対
す
る
保
護

始
動

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

漏
洩
電
流

無
線
及
び
テ
レ
ビ
妨
害
抑
制

耐
湿
性

絶
縁
抵
抗
及
び
耐
電
圧

耐
久
性

異
常
運
転

機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

部
品

電
源
接
続
並
び
に
外
部
可
撓
ケ
ー
ブ
ル
及
び
コ
ー
ド

外
部
電
線
用
端
子

ア
ー
ス
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
、
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

5 電気サンダー

100V
190W

50-60Hz



（M931）

㈱マキタ
（輸入）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第十二：

Ｊ６０７４５－１（Ｈ１４）、Ｊ６０７４５－２－４（Ｈ１４）及びＪ５５０１４－１（Ｈ１４）

品目番号　３３２

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

感
電
に
対
す
る
保
護

始
動

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

漏
え
い
電
流

耐
湿
性

耐
電
圧

変
圧
器
及
び
関
連
回
路
の
過
負
荷
保
護

耐
久
性

異
常
運
転

機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

構
成
部
品

電
源
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
導
体
用
端
子

接
地
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
、
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気ポリッシャー

100V
60W

50/60Hz
30分



（P-59）

㈱プロスタッフ
（輸入）

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める解釈　別表第十二

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）、Ｊ６０７４５－２－４（Ｈ２２）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３３３

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

耐
過
速
度
性
能

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

2 電気ポリッシャー

100V
910W
9.5A

50/60Hz



（PE-2010）

リョービ㈱
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 電気ポリッシャー

100V
30W

50/60Hz
30分



（EX-750）

㈱レミックス
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 電気ポリッシャー

100V
950W

50-60Hz
20分



（EP551）

㈱ワールドツール
（輸入）

○ × － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３３

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（６４）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
表
示
及
び
取
扱
説
明
書

感
電
に
対
す
る
保
護

始
動

入
力
及
び
電
流

温
度
上
昇

漏
え
い
電
流

耐
湿
性

耐
電
圧

変
圧
器
及
び
関
連
回
路
の
過
負
荷
保
護

耐
久
性

異
常
運
転

機
械
的
危
険

機
械
的
強
度

構
造

内
部
配
線

構
成
部
品

電
源
接
続
及
び
外
部
可
と
う
コ
ー
ド

外
部
導
体
用
端
子

接
地
接
続

ね
じ
及
び
接
続

沿
面
距
離
、
空
間
距
離
及
び
通
し
絶
縁
距
離

耐
熱
性
、
耐
火
性
及
び
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
性

耐
腐
食
性

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

5 電気ポリッシャー

100V
800W

50/60Hz
800-

2300RPM



（ZC0002-1306）

㈱ゼウス
（輸入）

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ × ○

判定
電気用品の技術上の基準を定める解釈　別表第十二

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）、Ｊ６０７４５－２－３（Ｈ２２）及びＪ５５０１４－１（Ｈ２０）

品目番号　３３３

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

耐
過
速
度
性
能

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電気金切り盤

100V
435W

50/60Hz



（SSC165N）

サンコーミタチ㈱
○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 電気金切り盤

100V
800W

50/60Hz
30分



（MTC-190）

㈱新興製作所
（輸入）

○ ○ － ○ － × ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

3 電気金切り盤

100V
900W

50/60Hz
30分



（CS-110T）

㈱髙儀
（アースマン）

（輸入）
○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 電気金切り盤

100V
650W

50-60Hz
30分



（TMH-160）

㈱三共コーポレー
ション

（輸入）
○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

5 電気金切り盤

100V
600W

50/60Hz
30分



（HSC-160TB）

㈱ミツトモ製作所
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３４

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（６４）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

材
料

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

異
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

蓄
積
電
力
量
の
許
容
差

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
エレクトロニック

フラッシュ

100V
300Ws

50/60Hz


(TW-03FⅢ)

コメット㈱
（COMET）

○ × － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ × ○

2
エレクトロニック

フラッシュ

100V
306Ws

50/60Hz


(MONO300N)

プロテックス㈱
（PROPET）

○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ × × ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３５

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（９１）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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1.5 1.6 1.7 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 6
部
品

電
源
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

表
示
及
び
取
扱
説
明
書

危
険
か
ら
の
保
護

配
線
・
接
続
及
び
電
源
の
供
給

安
定
性

機
械
的
強
度

設
計
及
び
構
造

危
険
な
可
動
部
に
対
す
る
保
護

温
度
に
関
す
る
要
求
事
項

エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
開
口

耐
火
性

タ
ッ
チ
カ
レ
ン
ト
及
び
保
護
導
体
電
流

耐
電
圧

異
常
運
転
及
び
故
障
状
態

電
気
通
信
網
へ
の
接
続

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 電子式金銭登録機

100V
50/60Hz
0.3A



(TS-1)

東芝テック㈱
（輸入）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○

2 電子式金銭登録機

100V
50/60Hz
0.2A



(JET 101LC)

クローバー電子㈱
（輸入）

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ × ○

判定

品目番号　３３６

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

電気用品の技術上の基準を定める省令２項：
Ｊ６０９５０-1（Ｈ２２）及びＪ５５０２２（Ｈ２２）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 インターホン
100V
5W

50/60Hz


(WI-3SN)

インテル技研㈲
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 インターホン
100V
2W

50/60Hz


S-JETﾏｰｸ付
(IES-1A/A)

アイホン㈱
（輸入）

○ ○ － ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ － ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３７

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（８５の７）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

機
械
的
強
度

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1 消磁器
100V
15W

50/60Hz


（RD-3）

㈱ティーディーワイ
前橋

○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 消磁器 なし
なし

（RMK-01）
無届け

（東洋磁気工業）
× × ×

※
１

－ ○ － － ○ － － × ○
※
２

○ ○ × ×

※１　定格消費電力の表示が無いため、許容差の判定ができなかった。
※２　平常温度上昇試験において、自動復帰形の過負荷保護装置が動作したため、判定ができなかった。

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３８

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（９４の５）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ イ ロ ハ
材
料

構
造

部
品
及
び
附
属
品

消
費
電
力
等
の
許
容
差

欠
番

電
圧
変
動
に
よ
る
運
転
性
能

二
重
絶
縁
構
造

始
動
特
性

漏
え
い
電
流
測
定

ブ
ラ
ウ
ン
管
及
び
そ
の
附
属
品

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル

表
示

構
造

絶
縁
性
能

平
常
温
度
上
昇

雑
音
の
強
さ

技
術
基
準

施
行
規
則

1
電気さく用電源装

置

100V
50/60Hz

出力460mA


（AC-1000）

㈱末松電子製作所 ○ ○ ○ － － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．共　通　事　項 判定

品目番号　３３９

検
査
試
料
番
号

電気用品名 定　格
PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

２．個　別　事　項（１０１）

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第八 解釈

別表
第十

59/167



３．６　技術基準不適合電気用品の概要
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３．６　技術基準不適合電気用品の概要

電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真

家庭用温熱治療器

品目番号３０２
試料番号１

100V
80W

50/60Hz

CCSCCS
（S-501）

㈱クロシオインター
ナショナル
（輸入）

１． 構造試験において、交換が可能である電流
ヒューズの取付け部及び銘板のいずれにも
定格電流の表示がなかった。

別表第八１（２）マ
ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板
又はヒューズの取付け部に電流ヒューズにあって
は定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動作
温度を、容易に消えない方法で表示すること。た
だし、取り換えることができないヒューズにあっ
ては、この限りではない。

1

２． 異常温度上昇試験において、各１個取り付
けられている温度ヒューズ、自動温度調節
器等の接点（半導体素子）及び温度過昇防
止装置（サーモスタット）を短絡し、三つ
折りにした試験品に、厚さ５ｃｍの綿布団
を全面に覆い、定格電圧を連続して加えた
時、発熱部の温度が１９０℃を超えた。
（周囲温度３１．５℃）

別表第八２（２３）ニ（ハ）
（イ）及び（ハ）に掲げるもの以外のものにあっ
ては、次のａからｆまでに掲げる試験条件におい
て、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等し
い電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで
（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用
する自動スイッチが動作したときは、その時ま
で）連続して加え、この間において熱電温度計法
により測定した発熱部の温度は、１３０℃（基準
周囲温度は、３０℃とする。）以下であり、か
つ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電
部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、０．１ＭΩ
以上であること。
（以下省略）

2

家庭用温熱治療器

品目番号３０２
試料番号２

100V
25W

50Hz/60Hz

CCSCCS
（ﾎﾞﾃﾞｨｰﾄﾞｸﾀｰ

FT）

ファミリー・サービ
ス・エイコー㈱

耐熱性試験において、機器用インレットの
充電部保持部にボールプレッシャー試験
（１２５℃）を行ったとき、へこんだ穴の
直径が５．０ｍｍであった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）３０．１
接続部を含む充電部を保持する絶縁物は、十分な
耐熱性を有していなければならない。
ボールプレッシャー試験をすることによって適否
を判定する。
最高温度上昇値に４０℃±２℃を加えた温度（充
電部保持部については少なくとも１２５℃±
２℃）で試験を行い、へこんだ穴の直径は、２ｍ
ｍ以下でなければならない。

1

技術基準不適合箇所の内容
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気ポンプ
品目番号３０４
試料番号４

100V
420W
50Hz

JET
(RCX-4000)

リョービ㈱
（輸入）

１． 構造試験において、通常の使用状態（平常
温度上昇試験：１００Ｖ５０Ｈｚ）でポン
プモーターに内蔵された過負荷保護装置が
動作した。

別表第八１（２）イ
通常の使用状態において危険が生ずるおそれのな
いものであって、形状が正しく、組立てが良好
で、かつ、動作が円滑であること。
（解説２.（６））
平常温度上昇試験において過負荷保護装置、温度
過昇防止装置等が動作する場合にあっては、「動
作が円滑」とはみなさない。

1

２． 構造試験において、器体内部のアース用口
出し線（電源電線の１線）にアース用であ
る旨の表示がなかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ａ
アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消
えない方法でアース用である旨の表示を付してあ
ること。

2

電気ポンプ
品目番号３０４
試料番号５

100V
210/250W
50/60Hz

TTV
(PSP-70NS)

㈱ナカトミ
（輸入）

１． 構造試験において、１２６．２℃になる巻
線の表面に使用温度の上限値が７５℃の耐
熱塩化ビニル被覆の口出し線が触れてい
た。

別表第八１（１）ロ
電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接
する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少な
いものであること。この場合、別表第四１（１）
ロ（イ）から（ト）に適合すること。
－別表第四１（１）ロ（ハ）（抜粋）－
次のいずれかに適合するものが使用されている場
合、「温度に十分耐え」るものとみなす。
（抜粋）
別表第十一第１章の表に掲げる絶縁物であって、
その使用温度の限度値に補正値を加えた値の状態
で使用される場合。
電気ポンプ：電気用品の階級１
使用温度の補正値：０℃
使用温度の上限値：７５℃（耐熱ビニル）
基準周囲温度：２０℃

1

２． 構造試験において、本体内部のアース線に
アース表示がなかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ａ
アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消
えない方法でアース用である旨の表示を付してあ
ること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施し
た電線にあっては、この限りでない。

2
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気ポンプ
品目番号３０４
試料番号５

100V
210/250W
50/60Hz

TTV
(PSP-70NS)

㈱ナカトミ
（輸入）

３． 消費電力の許容差試験において、表示の定
格消費電力２１０／２５０Ｗに対して、測
定値が１７１．９／１９５．８Ｗ（電源周
波数５０／６０Ｈｚ、偏差：－１８．２／
－２１．７％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
定格消費電力を表示しなければならないものに
あっては、次の表に掲げるとおりとする。
（表）
定格消費電力が１００を超え１０００Ｗ以下のも
のにあっては、許容差±１５％以内であること。

3

４． 平常温度上昇試験（１００Ｖ、５０Ｈｚ、
連続運転）において、電動機巻線の温度が
１２６．２℃（水温２５．０℃）であっ
た。
ただし、Ｆ種絶縁以上の場合はこの限りで
ない。

別表第八２（４９）ハ
通常の使用状態において最大の負荷を負荷した状
態において、定格周波数に等しい周波数の定格電
圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転
し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の巻線
の温度は、次の値以下であること。
－巻線－
・Ａ種絶縁：１００℃以下
・Ｅ種絶縁：１１５℃以下
・Ｂ種絶縁：１２０℃以下
・Ｆ種絶縁：１４０℃以下
・Ｈ種絶縁：１６５℃以下

4

その他の採暖用電
熱器具

品目番号３０８
試料番号１

100V
25W


(TP-203)

㈱カイテック
（貝沼産業）

消費電力の許容差試験において、表示の定
格消費電力２５Ｗに対して、測定値が３
０．２Ｗ（偏差値：＋２０．８％）であっ
た。

別表第八１（４）ハ（イ）
定格消費電力を表示しなければならないものに
あっては、次の表に掲げるとおりとする。
（表）
電熱器具であって、定格消費電力が２０Ｗを超え
１００Ｗ以下のものの許容差は±１５％以内であ
ること。

1

投込み湯沸器

品目番号３１５
試料番号１

100V
1000W


(TWSH-1110)

泉電熱㈱

絶縁性能試験において、器体を清水中に３
分間浸した後の絶縁抵抗が０ＭΩであっ
た。

別表第八２（３０）ロ
附表第三５（３）の試験を行ったとき、これに適
合すること。
（附表第三５（３）の抜粋）
２に規定する試験の後において、器体を清水中に
３分間浸し、５００ボルト絶縁抵抗計により測定
した充電部と清水との間の絶縁抵抗は０．３ＭΩ
以上であり、かつ、この試験後に器体を乾燥し、
５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と
器体の表面との間の絶縁抵抗は１ＭΩ以上である
こと。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電熱マット

品目番号３１６
試料番号１

表示なし


（雪国の春）
㈱雪国の春
（輸入）

１． 構造試験において、電源入力コネクター及
び電源出力コネクターに適切な表示がな
く、誤接続のおそれがあった。

別表第八１（２）イ
通常の使用状態において危険が生ずるおそれのな
いものであって、形状が正しく、組み立てが良好
で、かつ、動作が円滑であること。

1

２． 構造試験において、送り配線が可能である
が、最大接続枚数や最大容量等の表示がな
かった。

別表第八１（２）イ
通常の使用状態において危険が生ずるおそれのな
いものであって、形状が正しく、組立てが良好
で、かつ、動作が円滑であること。

2

３． 表示において、表示すべき事項である定格
電圧、定格消費電力、屋外用の旨の表示が
なかった。

別表第八１（１２）
附表第六に規定する表示の方式により表示するこ
と。 3

電熱マット

品目番号３１６
試料番号２

表示なし


(TD-85S) ㈱北海道ゴム工業所

表示において、表示すべき事項である定格
電圧、定格消費電力、屋外用の旨の表示が
なかった。

別表第八１（１２）
附表第六に規定する表示の方式により表示するこ
と。 1

電気乾燥器

品目番号３１７
試料番号１

100V
90W

50/60Hz


（FH-1123）

フカダック㈱
（輸入）

１． 構造試験において、本体内部のアース線に
アース用である旨の表示がなかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ａ
アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消
えない方法でアース用である旨の表示を付してあ
ること。

1

２． 構造試験において、アース用端子ねじの呼
び径が３ｍｍであった。

別表第八１（２）ツ（ホ）ｂ
端子ねじの呼び径は、４ｍｍ（溝付六角頭ねじ、
大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形のものにあっ
ては、３．５ｍｍ）以上であること。定格電流が
１５Ａ以下の機器の内部に使用する端子ねじの呼
び径は、３．５ｍｍ以上とすることができる。

2

電気乾燥器

品目番号３１７
試料番号３

100V
180W

50/60Hz


(KHN22-7379)

コーナン商事㈱
（輸入）

１． 本体の表示に有害な水の浸入に対する度合
いの表示（ＩＰ番号）がなかった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ１４）７．１
機器には、次の表示を行わなければならない：
－水の浸入に対する保護の度合いに応じたＩＰ
コード。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気乾燥器

品目番号３１７
試料番号３

100V
180W

50/60Hz


(KHN22-7379)

コーナン商事㈱
（輸入）

２． 平常温度上昇試験において、次の箇所の絶
縁物が温度限度（使用温度の上限値）を超
えていた。
① 内部配線黒（塩化ビニル）：１１８．
５℃
② 内部配線白（塩化ビニル）：８８．５℃
③ コネクタ（ポリアミド）：１１９．５℃
④ コネクタ（ポリアミド）：１２７．５℃

ただし、別表第十一第１章に掲げている絶
縁物が、同表のその２の温度限度以下で使
用されている場合であって、別表第十一第
２章（絶縁物の使用温度の上限値を決定す
る試験方法）による熱劣化推定温度を客観
的に確認したものは、この限りでない。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ１４）１１．８
試験中、温度上昇は継続的に監視し、表３に規定
する値を超えてはならない。
（表３の抜粋）

・内部配線が塩化ビニル絶縁
ｊ
：５０Ｋ

・配線及び巻線以外の絶縁物：熱可塑性
ｆ

注 ｊ） この限度値は当該するＩＥＣ規格に適合
するコード及び配線に適用する。その他の場合、
別表第四１（１）ロに適合するものは、温度上昇
値を満たすものとみなす。
注 f)別表第四１（１）ロに適合するものは、温
度上昇値を満たすものとみなす。
－別表第四１（１）ロ（ハ）（抜粋）－
別表第十一第１章の表に掲げる絶縁物であって、
その使用温度の限度値に補正値を加えた値の状態
で使用される場合。
使用温度の上限値（塩化ビニル）：　７６℃
使用温度の上限値（ポリアミド）：１０６℃
なお、上記の値は、使用温度の上限値に補正値の
階級３の１６℃を加えたものである。

2

電気乾燥器

品目番号３１７
試料番号４

100V
0.3W/H～
最大13W/H
50/60Hz


（NT-33-CⅡWH）

トーリ・ハン㈱
（輸入）

１． 構造試験において、電源基板上の印刷配線
間の空間距離が次のとおりであった。
イ．ＡＣ１００Ｖ充電部相互間：２．３ｍ
ｍ
ロ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：
０．８ｍｍ
ハ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：
１．５ｍｍ
ニ．電流ヒューズの開路時異極回路間：
１．３ｍｍ
ホ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：
１．５ｍｍ

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、２．５ｍｍ以上（その他の箇所、
１００Ｖ）であること。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気乾燥器

品目番号３１７
試料番号４

100V
0.3W/H～
最大13W/H
50/60Hz


（NT-33-CⅡWH）

トーリ・ハン㈱
（輸入）

２． 構造試験において、定格消費電力の表示が
Ｗでされていなかった。

別表第八１（１２）附表第六
附表第六に規定する表示の方式により表示するこ
と。 2

電気製氷機

品目番号３１９
試料番号１

100V
50/60Hz
110W


（VS-ICE02）

㈱ベルソス
（輸入）

１． 電源接続及び外部可とうコードにおいて、
接地線が緑と黄色とで配色した被覆でな
かった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）２５．１０
クラス０Ⅰ機器の接地線を附属する場合、接地端
子に接続する電線は、緑と黄色とで配色した被覆
をもっていなければならない。

1

２． ねじ及び接続において、接地導通のための
接続に用いているセルフタッピングねじに
緩み止めが無く、かつ、セルフタッピング
ねじ１個で止められていた。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）２８．４
機器の異なった部分相互間の機械的接続に用いる
ねじ及びナットは、電気的接続又は接地導通を行
う接続部としても用いる場合、それらに緩み止め
を施さなければならない。接続に複数のねじを用
いる場合又は別個に接地回路がある場合、この要
求事項は接地回路のねじには適用しない。

2

電気製氷機

品目番号３１９
試料番号２

100V
50/60Hz
2.7A
195W


（ZB-02）

ＳＩＳ㈱
（輸入）

１． 構造試験において、電源基板上の印刷配線
間の空間距離が次のとおりであった。
イ．開路時に異極充電部相互間となる電流
ヒューズの印刷配線間が２．２ｍｍであっ
た。
ロ．開路時に異極充電部相互間となる電磁
リレーの印刷配線間が１．２ｍｍであっ
た。

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、２．５ｍｍ以上（その他の箇所、
１００Ｖ）であること。

1

２． 構造試験において、アース機構を設けてい
なかった。なお、電源プラグよりアース線
を引き出していたが、この構造は据置形以
外の電動工具等のみに認められているもの
である。

別表第八２（５２）イ（ニ）
アース機構を設けてあること。ただし、器体の外
部に金属が露出しないもの及び二重絶縁構造のも
のは、この限りでない。

2
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気製氷機

品目番号３１９
試料番号２

100V
50/60Hz
2.7A
195W


（ZB-02）

ＳＩＳ㈱
（輸入）

３． 構造試験において、金属製の水位センサー
（電極）がアース機構に接続されていな
かった。なお、水位センサー（電極）と導
電的に接続されているプリント基板の２次
側開路と１次側回路（１００Ｖ）との空間
距離が３．６ｍｍであり、強化絶縁の距離
が確保されていなかった。

別表第八１（２）ツ（ロ）
アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と
電気的に完全に接続してあり、かつ、容易に緩ま
ないように堅固に取り付けてあること。ただし、
二重絶縁若しくは強化絶縁により充電部から絶縁
されている部分又はアース機構に接続された金属
の外側の部分にあっては、この限りでない。

3

電気捕虫機

品目番号３２１
試料番号１

100V
26W

50/60Hz



（ECC-CC26W）

ロボテック大阪㈱
（輸入）

１． 構造試験において、プリント基板上（印刷
配線間）の異極充電部相互間（１００Ｖ）
の空間距離（最小値）が次のとおりであっ
た。
イ．ＡＣ１００Ｖ充電部相互間：１．３ｍ
ｍ
ロ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：
１．１ｍｍ

別表第八１(２)ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、１．５ｍｍ以上（じんあいが侵入
しがたい箇所、１００Ｖ）であること。

1

２． 構造試験において、プリント基板上（半田
付け部間）の異極充電部相互間（１００
Ｖ）の空間距離（最小値）が１．４ｍｍで
あった。

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部間の空間距離（沿面距離を含
む。）は、２．５ｍｍ以上（その他の箇所、１０
０Ｖ）であること。

2

３． 構造試験において、安定器口出し線を通し
ている安定器の金属貫通孔が鋭利であるた
め、電線の被覆が損傷した。

別表第八１（２）ヌ（ハ）
被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す
場合又は２Ｎの力を電線に加えたときに他の部分
に接触する場合は、被覆を損傷しないようにする
こと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合に
あつては、この限りでない。

3

４． 構造試験において、放電ランプの近傍又は
外郭の見やすい箇所に適用ランプの種類が
表示されていなかった。

別表第八１（２）ラ（ロ）
電球又は放電管の取換え又は清掃のために開閉す
る部分の締付けは、容易に、確実に、かつ、安全
にできること。
（解説３７）
照明用の電球、放電管等の近傍又は外郭の見やす
い箇所に適用ランプの種類及び定格電圧（放電ラ
ンプを除く。）の表示を付してあるものは、「取
換え」が確実にできるものとみなす。

4
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気捕虫機

品目番号３２１
試料番号１

100V
26W

50/60Hz



（ECC-CC26W）

ロボテック大阪㈱
（輸入）

５． 消費電力の許容差試験において、表示の定
格消費電力２６Ｗに対して、測定値が１
７．５１／１５．９９Ｗ（電源周波数５０
／６０Ｈｚ、偏差値：－３２．６５／－３
８．５０％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
定格消費電力を表示しなければならないものに
あっては、次の表に掲げるとおりとする。
（表）
定格消費電力が１０Ｗを超え３０Ｗ以下のものの
許容差は±２５％以内であること。

－

電気捕虫機

品目番号３２１
試料番号２

100V
50/60Hz

（WJ-718）
ウィキャン㈱

（輸入）

１． 構造試験において、プリント基板上（印刷
配線間）の異極充電部相互間（１００Ｖ）
の空間距離（最小値）が１．０ｍｍであっ
た。

別表第八１(２)ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、１．５ｍｍ以上（じんあいが侵入
しがたい箇所、１００Ｖ）であること。

1

２． 構造試験において、プリント基板上（半田
付け部間）の異極充電部相互間（１００
Ｖ）の空間距離（最小値）が１．１ｍｍで
あった。

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部間の空間距離（沿面距離を含
む。）は、２．５ｍｍ以上（その他の箇所、１０
０Ｖ）であること。

2

３． 表示において、技術基準に基づく表示（定
格電圧、定格消費電力及び定格周波数）が
なかった。

別表第八１（１２）
附表第六に規定する表示の方法により表示するこ
と。 3

４． 雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨ
ｚ以下の範囲で最大値が７５．７／７４．
５ｄＢ(測定周波数５２６．５／５２６．５
ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）で
あった。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲にあって
は５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

4
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

紙幣計数機

品目番号３２４
試料番号２

100V
1.8A

50/60Hz


（KCA75）

コーア㈱

充電部へのアクセスにおいて、紙詰まり等
の解除のために開放する背面扉を開け、開
口部から試験指を挿入したとき、危険電圧
から機能絶縁で絶縁された抵抗表面に接触
した。

Ｊ６０９５０（Ｈ１９）２．１．１
充電部分へのアクセス
機器は、操作者アクセスエリアにおいて、下記の
部分への接触を防ぐために十分な保護をするよう
な構造となっていなければならない：
－ ELV回路の裸の部分；及び
－ 危険電圧が加わる裸の部分；及び
－ ELV回路の部品又は配線の機能絶縁又は基礎絶
縁の部分若しくは電線、 ただし2.1.1.3で認めら
れるものを除く；及び
－ 危険電圧が加わる、 機能絶縁又は基礎絶縁さ
れた部分
適否は次の全てによって判定する：
a) 目視検査；及び
b) 図2Aのテストフィンガを用いた試験。ヒュー
ズホルダを含む操作者が着脱できる部分を取り外
し、操作者が開けることができるドア及びカバー
を開けて、エンクロージャの開口に対してこのテ
ストフィンガを当てたとき、上記部分にテスト
フィンガが接触してはならない。

1

自動販売機

品目番号３２５
試料番号１

100V
18W

50/60Hz


（K249-501）

協南精機㈱

１． 構造試験において、プリント基板（印刷配
線）の１００Ｖ異極充電部相互間（電流
ヒューズＦ１）の空間距離が２．１ｍｍで
あった。

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、２．５ｍｍ以上（その他の箇所、
１００Ｖ）であること。

1

２． 消費電力の許容差試験において、表示され
た定格消費電力１８Ｗに対して、運転（販
売）時の測定値が６．２４／６．２６Ｗ
（定格周波数５０／６０Ｈz、偏差値：－６
５．３／－６５．２％）であった。

別表第八１（４）イ
自動販売機等で、機能上不確定に電力を消費する
ものにあつては、消費電力等の定格に対する許容
差が定格値の±３０％以内であること。この場合
において、消費電力等は平常温度試験中の３０分
間における消費電力量から算出するものとする。

2

69/167



電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

自動販売機

品目番号３２５
試料番号１

100V
18W

50/60Hz


（K249-501）

協南精機㈱

３． 表示において、表示すべき事項である「屋
内用」の表示が銘板等になかった。

別表第八１（１２）
附表第六に規定する表示の方式により表示するこ
と。
（別表第六）
（省略）
６ 屋内用のものにあっては、その旨
（省略）

3

４． 雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨ
ｚ以下の範囲で最大値が６０．４／６０．
４ｄＢ（測定周波数５４１／５４３ｋＨ
ｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であっ
た。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲にあって
は５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

4

理髪いす

品目番号３２７
試料番号１

100V
160W

50-60Hz


(LECN）

㈱ビューティガレー
ジ

（輸入）

１． 材料試験において、アース端子（外部）の
材料が鉄製であった。

別表第八１（１）リ
アース用端子の材料は十分な機械的強度を有する
さび難いものであること。
（解説）
銅、銅合金及びステンレス鋼は、「十分な機械的
強度を有するさび難いもの」とみなす。

1

２． 構造試験において、ヒューズ基板上の異極
充電部相互間の空間距離が次のとおりで
あった。
イ．ヒューズ（ＦＵ２）の半田付け部とパ
ターン間：１．０ｍｍ
ロ．ヒューズ（ＦＵ２）のパターンとパ
ターン間：１．０ｍｍ
ハ．ヒューズ（ＦＵ２）とコンデンサーと
の間：０．８ｍｍ

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、１．５ｍｍ以上（じんあいが侵入
し難い箇所、１００Ｖ）であること。

2
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

理髪いす

品目番号３２７
試料番号１

100V
160W

50-60Hz


(LECN)

㈱ビューティガレー
ジ

（輸入）

３． 構造試験において、アース機構（外部アー
ス端子）と人が触れるおそれのある金属部
と電気的に完全に接続されていなかった。
アース端子と人が触れるおそれのある金属
部（いす取り付け金具及び背もたれ取り付
け金具）との間に１５Ａを連続して通電し
た結果、この間の電圧降下が次のとおりで
あった。
イ．アース機構－いす取り付け金具間：
１．９５Ｖ
ロ．アース機構－背もたれ取り付け金具：
１．６３５Ｖ

別表第八１（２）ツ（ロ）
アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と
電気的に完全に接続してあり、かつ、容易に緩ま
ないように堅固に取り付けてあること。
（抜粋）
「電気的に完全に接続」とは、人が触れるおそれ
のある金属部とアース用端子との間に１５Ａを連
続して通電し、各部に異常な発熱がなく、かつ、
その部分間における電圧降下が１．５Ｖ以下であ
ること。

3

４． 構造試験において、人が触れるおそれのあ
るリード線（フットスイッチ部の内部接続
用）が二重絶縁又は強化絶縁により充電部
から絶縁されていなかった。

別表第八１（２）ツ（ロ）
アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と
電気的に完全に接続してあり、かつ、容易に緩ま
ないように堅固に取り付けてあること。ただし、
二重絶縁若しくは強化絶縁により充電部から絶縁
されている部分又はアース機構に接続された金属
の外側の部分にあっては、この限りでない。

4

５． 構造試験において、アース線接続用端子
で、アース用口出し線と内部アース渡り線
と一緒に接続されているため、アース用口
出し線を取り付け、取り外したとき内部
アース渡り線が脱落した。

別表第八１（２）ツ（ホ）ｃ
アース用端子は、次に適合すること。
（抜粋）
アース線以外のものの取り付けに兼用しないこ
と。ただし、危険が生ずるおそれのない場合に
あっては、この限りでない。

5

６． 構造試験において、電源電線接続用端子
で、電源電線と内部リード線と一緒に接続
されているため、電源電線を取り付け、取
り外したとき内部リード線が脱落した。

別表第八１（２）ノ（ハ）
電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外の
ものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電
線を取り付け、又は取りはずした場合において、
電源電線以外ののものが脱落するおそれのないも
のにあっては、この限りでない。
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

理髪いす

品目番号３２７
試料番号１

100V
160W

50-60Hz


(LECN)

㈱ビューティガレー
ジ

（輸入）

７． 部品において、機器に流れる最大電流が１
６．５Ａ（ＡＣアウトレット１４．５Ａ＋
２Ａ）であるにもかかわらず断面積が１．
２５ｍｍ2（１２Ａまで）の電源電線及び１
２５Ｖ１２Ａの電源プラグを使用してい
た。

別表第八１（３）イ
部品または附属品の定格電圧、定格電流および許
容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれら
に流れる最大電流以上であること。 7

８． 消費電力の許容差試験（６０Ｈｚ，１００
Ｖ）において、通常の使用状態（積載重量
６５ｋｇ）で実測値が１９２Ｗであり、定
格消費電力１６０Ｗに対する偏差が＋２
０％であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
定格消費電力を表示しなければならないものに
あっては、次の表に掲げるとおりとする。
（表）
定格消費電力が１００Ｗを超え１，０００Ｗ以下
のものの許容差は±１５％以内であること。

8

電気床磨き機

品目番号３３０
試料番号１

100V
50/60Hz
300W


(CCP-80.81S)

アマノ武蔵電機㈱

構造試験において、器具間電線（本体とス
イッチＢＯＸ側との接続用電線）を機体
（本体側）の内側に向かって、器具間電線
の機体側から５ｃｍの箇所を保持して押し
込んだとき、内部端子の接続部に張力が加
わった。

別表第八１（２）ヲ
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付け
た状態で外部に露出しないものを除く。以下ヲに
おいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値
が１０ｋｇを超えるものにあっては１００Ｎ、器
体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間
加えたとき及び器体の内部に向かって電源電線等
の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が
加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのな
いこと。

1

電気スクリュード
ライバー

品目番号３３１
試料番号１

100V
25W

50/60Hz
20分定格


（WAC-01CZ）

㈱高儀
（輸入）

１． 構造試験において、回転方向切替スイッチ
部の１００V異極充電部相互間の空間距離が
次のとおりであった。
イ．スイッチ底面の端子間：２．０ｍｍ
ロ．スイッチの金属ケースを介した端子
間：１．７ｍｍ（０．８ｍｍ＋０．９ｍ
ｍ）

別表第八１（２）ト
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離
を含む。）は、２．５ｍｍ以上（その他の箇所、
１００Ｖ）であること。 1

２． 構造試験において、電動機の回転子巻線
（充電部）と回転子鉄心及びシャフト
（アースに接続）との間の空間距離が１．
３ｍｍ及び１．７ｍｍであった。

別表第八１（２）ト
充電部とアースするおそれのある非充電金属部と
の間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．０
ｍｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であるこ
と。

2
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気スクリュード
ライバー

品目番号３３１
試料番号１

100V
25W

50/60Hz
20分定格


（WAC-01CZ）

㈱高儀
（輸入）

３． 構造試験において、電動機の金属ケース
（アースに接続）とブラシ用スプリング金
具（充電部）との空間距離が最少０．９ｍ
ｍであった。

別表第八１（２）ト
充電部とアースするおそれのある非充電金属部と
の間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．０
ｍｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であるこ
と。

3

４． 雑音の強さ（雑音電力）において、周波数
が３０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ以下の範囲
で最大値が７９．９ｄＢ（測定周波数４
０．１８ＭＨｚ）であった。

別表第十　第５章２．１
雑音電力（電動工具以外のもの）は、周波数が３
０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ以下の範囲で５５ｄＢ
以下であること。

4

５． 雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数が５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以
下の範囲で最大値が７６．４／７５．９ｄ
Ｂ（測定周波数８．９８８ＭＨｚ、電源周
波数５０／６０Ｈｚ、逆転運転時）であっ
た。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲にあって
は５９ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６４ｄＢ以下であること。

4

電気スクリュード
ライバー

品目番号３３１
試料番号２

100V
75W

50/60Hz
30分定格



（AD-65）

㈱ナカトミ
（輸入）

１． 材料試験において、外郭（熱可塑性樹脂）
に対するボールプレッシャー試験（温度９
９．０℃）を行ったところ、へこんだ穴の
直径が３．１ｍｍであった。

別表第八１（１）イ
機体の材料は、通常の使用状態における温度に耐
えること。なお、「温度に耐える」とは、外郭又
は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可塑性の
ものの場合にあっては、別表第三２（１）ロ
（ニ）ａ又はｂに適合することをいう。
－別表第三２（１）ロ（ニ）ａ又はｂ（抜粋）－
試験片を絶縁物の温度上昇に４０℃を加えた温度
の恒温槽内に入れ、その上に直径５ｍｍの鋼球を
用いて２０Ｎの静荷重を１時間加えた後、へこん
だ穴の直径が２ｍｍ以下であること。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気スクリュード
ライバー

品目番号３３１
試料番号２

100V
75W

50/60Hz
30分定格



（AD-65）

㈱ナカトミ
（輸入）

２． 平常温度上昇試験において、熱電温度計法
で測定した電動機の温度が１２９．５／１
２４．５℃（５０／６０Ｈｚ、周囲温度２
９．５／３０．５℃）であった。
ただし、電動機の巻線がＦ種絶縁以上の場
合は、この限りでない。

別表第八２（６４）ハ（イ）
（抜粋）
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状
態において、各部の温度上昇がほぼ一定となった
時の各部の温度は次の値以下であること。
－巻線－
・Ａ種絶縁のもの：１００℃
・Ｅ種絶縁のもの：１１５℃
・Ｂ種絶縁のもの：１２０℃
・Ｆ種絶縁のもの：１４０℃

2

３． 平常温度上昇試験において、使用中に人が
容易に触れるおそれのある外郭（合成樹脂
製）の温度が８８．５℃（５０Ｈｚ、周囲
温度２９．５℃）であった。

別表第八２（６４）ハ（イ）
（抜粋）
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状
態において、各部の温度上昇がほぼ一定となった
時の各部の温度は次の値以下であること。
－使用中に人が容易に触れるおそれのある外かく
－
・その他のもの　８０℃

3

４． 雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数が５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以
下の範囲で最大値が６９．８／７０．０ｄ
Ｂ（測定周波数２６．１７ＭＨｚ、電源周
波数５０／６０Ｈｚ、逆転運転時）であっ
た。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲にあって
は５９ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６４ｄＢ以下であること。

4

電気スクリュード
ライバー

品目番号３３１
試料番号５

100V
90W



（KRX1）

ポップリベット・
ファスナー㈱

（ブラックアンド
デッカー）
（輸入）

電源接続及び外部可撓コードにおいて、
コードの折り曲げ試験を行った結果、各導
体の断線率が１００％であった。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）２４．１２
電動工具の質量に等しいおもりをコードに取り付
け、９０°の角度（垂直に各４５°）を左右に１
分間に６０回の割合で可動版を動かす。１０００
０回の曲げ後、試料をコードガードの中心線を軸
にして９０°回して方向を変える。各導体は１
０％を超えるより線の断線がないこと。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気ポリッシャー

品目番号３３３
試料番号１

100V
60W

50/60Hz
30分



（P-59）

㈱プロスタッフ
（輸入）

１． 表示において、表示すべき製造業者の住所
又は原産国が表示されていなかった。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．１
電動工具には、次の表示を行う。
－製造業者の住所又は原産国 1

２． 表示において、製品内部の機能接地に保護
接地の記号が使用されていた。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．６
単位又は技術データに記号を用いる場合は、次に
よる：
保護接地：保護接地記号

2

３． 取扱説明書及び一般安全説明書において、
一般安全説明書が供給されていなかった。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．１２
取扱説明書及び一般安全説明書は電動工具ととも
に供給されなければならない 3

電気ポリッシャー

品目番号３３３
試料番号４

100V
950W

50-60Hz
20分



（EP551）

㈱ワールドツール
（輸入）

１． 構造試験において、通常の使用状態（平常
温度上昇試験：１００Ｖ、５０／６０Ｈ
ｚ）で過負荷保護装置が動作した。

別表第八１（２）イ
通常の使用状態において危険が生ずるおそれのな
いものであって、形状が正しく、組立てが良好
で、かつ、動作が円滑であること。
（解説２.（６））
平常温度上昇試験において過負荷保護装置、温度
過昇防止装置等が動作する場合にあっては、「動
作が円滑」とはみなさない。

1

２． 構造試験において、通常の使用状態（平常
温度上昇試験：１００Ｖ、５０／６０Ｈ
ｚ）で過負荷保護装置が動作して停止した
のち、過負荷保護装置が自動復帰したた
め、予期しない可動部の動作があった。

別表第八１（２）ナ
通常の使用状態において、人が触れるおそれのあ
る可動部分は、容易に触れるおそれながないよう
に適当な保護わく又は保護網を取り付けてあるこ
と。ただし、機能上可動部分を露出して使用する
ことがやむをえないものの可動部分及び可動部分
に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそ
れのないものを除く。
（解説３４．（３））
機器に組み込まれた自動復帰形温度過昇防止装置
又は自動復帰形過負荷保護装置が復帰する等の予
期しない閉路により可動部が動作し、危険が生ず
るものにあっては、「傷害等の危険が生ずるおそ
れのないもの」とはみなさない。

2
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気ポリッシャー

品目番号３３３
試料番号４

100V
950W

50-60Hz
20分



（EP551）

㈱ワールドツール
（輸入）

３． 平常温度上昇試験において、各部の温度が
次のとおりであった。
イ．モーター巻線の温度が１５２．６℃で
あった。ただし、Ｈ種絶縁以上の場合はこ
の限りではない。
ロ．使用中に人が容易に触れるおそれのあ
る外郭（合成樹脂製）の温度が９２．０℃
であった。

別表第八２（６４）ハ（イ）
（抜粋）
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状
態において、各部の温度上昇がほぼ一定となった
時の各部の温度は次の値以下であること。
－巻線－
・Ａ種絶縁のもの：１００℃
・Ｅ種絶縁のもの：１１５℃
・Ｂ種絶縁のもの：１２０℃
・Ｆ種絶縁のもの：１４０℃
・Ｈ種絶縁のもの：１６５℃
－使用中に人が容易に触れるおそれのある外かく
－
・その他のもの：８０℃

3

電気ポリッシャー

品目番号３３３
試料番号５

100V
800W

50/60Hz



（ZC0002-1306）

㈱ゼウス
（輸入）

１． 表示において、表示すべき製造業者の住所
又は原産国が表示されていなかった。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．１
電動工具には、次の表示を行う。
－製造業者の住所又は原産国 1

２． 表示において、次の項目が記載されていな
かった。
１．各速度設定値に対する定格速度
２．定格ホイール径
３．スピンドルねじのサイズ
４．“　　警告　常に目の保護具を着用の
こと”又はＩＳＯ７０１０の標識Ｍ００４

Ｊ６０７４５－２－３（Ｈ２２）８．１
電動工具には、次の事項も表示しなければならな
い。
－毎分の回転数で表した定格速度。複数の定格速
度で動作できるように設計した電動工具には、各
速度設定値に対する定格速度
－定格ホイール径、ミリメートル（ｍｍ）
－ねじ付きスピンドルを備えた電動工具には、ス
ピンドルねじのサイズ
－“　　警告　常に目の保護具を着用のこと”又
はＩＳＯ７０１０の標識Ｍ００４

2

３． 表示において、１分当たりの回転数を表す

単位をmin
-1
で表示していなかった。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．６
単位又は技術データに記号を用いる場合は、次に
よる。

－１分当たりの回転数又は往復数：…min
-1

3
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

電気ポリッシャー

品目番号３３３
試料番号５

100V
800W

50/60Hz



（ZC0002-1306）

㈱ゼウス
（輸入）

４． 取扱説明書及び一般安全説明書において、
一般安全説明書が供給されていなかった。

Ｊ６０７４５－１（Ｈ２２）８．１２
取扱説明書及び一般安全説明書は電動工具ととも
に供給されなければならない。 4

電気金切り盤

品目番号３３４
試料番号２

100V
800W

50/60Hz
30分



（CTC-190）

㈱新興製作所
（輸入）

１． 電圧変動試験において、９０Ｖでの運転中
に著しい発煙が生じ、運転が継続できな
かった。

別表第八１（６）
平常温度上昇試験の状態において、電圧を定格電
圧に対して±１０％変動させた場合に、支障なく
運転が継続できること。

1

２． 平常温度上昇試験において、整流子電動機
の巻線の温度が１２２．３℃(周囲温度３
０．０℃)であった。ただし、Ｆ種絶縁以上
の場合はこの限りでない。

別表第八２（６４）ハ（イ）
（抜粋）
表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状
態において、各部の温度上昇がほぼ一定となった
時の各部の温度は次の値以下であること。
－巻線－
・Ａ種絶縁のもの：１００℃
・Ｅ種絶縁のもの：１１５℃
・Ｂ種絶縁のもの：１２０℃
・Ｆ種絶縁のもの：１４０℃

2

電気金切り盤

品目番号３３４
試料番号４

100V
650W

50-60Hz
30分



（TCH-160）

㈱三共コーポレー
ション

（輸入）

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨ
ｚ以下の範囲で最大値が７１．４／７１．
４ｄＢ(測定周波数５２６．５／５２６．５
ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）で
あった。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲にあって
は５９ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６４ｄＢ以下であること。

1

電気金切り盤

品目番号３３４
試料番号５

100V
600W

50/60Hz
30分



（HSC-160TB）

㈱ミツトモ製作所
（輸入）

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨ
ｚ以下の範囲で最大値が７３．４／７３．
４ｄＢ(測定周波数５２６．５／５２６．５
ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）で
あった。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲にあって
は５９ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６４ｄＢ以下であること。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

エレクトロニック
フラッシュ

品目番号３３５
試料番号１

100V
300Ws

50/60Hz


(TW-03FⅢ)

コメット㈱
（CCCET）

構造試験において、アース用口出し線（プ
ラグから出ている形状：緑色）にアース用
である旨の表示がなかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ａ
アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消
えない方法でアース用である旨の表示を付してあ
ること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施し
た電線にあっては、この限りでない。

1

エレクトロニック
フラッシュ

品目番号３３５
試料番号２

100V
306Ws

50/60Hz


(CCNC300N)

プロテックス㈱
（PRCPET）

雑音の強さ(連続性雑音端子電圧)におい
て、周波数５２６．５ＫＨｚ以上５ＭＨｚ
以下の範囲で測定した最大値が６０．４ｄ
Ｂ(測定周波数 ０．５２６５ＭＨｚ)であっ
た。

別表第十　第５章２．２（１）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５
２６．５ＫＨｚ以上５ＭＨｚ以下にあっては５６
ｄＢ以下、周波数が５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以
下にあっては６０ｄＢ以下であること。 

1

電子式金銭登録機

品目番号３３６
試料番号２

100V
50/60Hz
0.2A



(JET 101LC)

クローバー電子㈱
（輸入）

表示において、プラグ接続機器であるにも
かかわらず、取扱説明書に「機器の近傍に
コンセントがあり、かつ、そのコンセント
には、容易にアクセスできなければならな
い」旨の表示がなかった。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）１．７．２
次の表示をしなければならない。
－プラグ接続機器の場合には、機器の近傍にコン
セントがあり、且つそのコンセントは、容易にア
クセスできなければならない。

1

消磁器

品目番号３３８
試料番号２

なし
なし

（RCK-01）
無届け

（東洋磁気工業）

１． 材料試験において、消磁用巻線を保持する
絶縁物（巻枠）を温度上昇値（９１．５
Ｋ）に４０℃を加えた１３１．５℃の恒温
槽に入れ、直径が５ｍｍの鋼球を用いて２
０Ｎの静荷重を１時間加えた後に測定した
へこんだ穴の直径が４．０ｍｍであった。

別表第八１（１）イ
機体の材料は、通常の使用状態における温度に耐
えること。なお、「温度に耐える」とは、外郭又
は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可塑性の
ものの場合にあっては、別表第三２（１）ロ
（ニ）ａ又はｂに適合することをいう。
－別表第三２（１）ロ（ニ）ａ又はｂ（抜粋）－
試験片を絶縁物の温度上昇に４０℃を加えた温度
の恒温槽内に入れ、その上に直径５ｍｍの鋼球を
用いて２０Ｎの静荷重を１時間加えた後、へこん
だ穴の直径が２ｍｍ以下であること。

1
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

消磁器

品目番号３３８
試料番号２

なし
なし

（RCK-01）
無届け

（東洋磁気工業）

２． 材料試験において、通常の使用状態（平常
温度上昇試験；５０Ｈｚ）で１２１．５℃
（周囲温度３０．０℃）となる消磁用巻線
の巻枠に、使用温度の上限値が７１℃（階
級３）であるＡＢＳ樹脂を使用していた。

別表第八１（１）ロ
電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接
する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少な
いものであること。この場合、別表第四１（１）
ロ（イ）から（ト）に適合すること。
－別表第四１（１）ロ（ハ）（抜粋）－
次のいずれかに適合するものが使用されている場
合、「温度に十分耐え」るものとみなす。
（抜粋）
別表第十一第１章の表に掲げる絶縁物であって、
その使用温度の限度値に補正値を加えた値の状態
で使用される場合。
消磁器：電気用品の階級３
使用温度の補正値：１６℃
使用温度の上限値：５５℃（ＡＢＳ）
基準周囲温度：３０℃

－

３． 構造試験において、通常の使用状態（平常
温度上昇試験：１００Ｖ、５０／６０Ｈ
ｚ）で過負荷保護装置が動作した。

別表第八１（２）イ
通常の使用状態において危険が生ずるおそれのな
いものであって、形状が正しく、組立てが良好
で、かつ、動作が円滑であること。
（解説２（６））
平常温度上昇試験において過負荷保護装置、温度
過昇防止装置等が動作する場合にあっては、「動
作が円滑」とはみなさない。

－

４． 構造試験において、手で容易に取り外すこ
との出来るヒューズホルダーのキャップを
外したとき、ヒューズホルダー内部の充電
部に試験指が触れた。

別表第八１（２）ヘ
充電部には、容易に取り外すことができる部分を
取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す
試験指が触れないこと。

2

５． 構造試験において、器体スイッチにスイッ
チの動作状態を示す表示がなかった。

別表第八１（２）ウ
スイッチを有するものにあっては、スイッチの開
閉操作又は開閉状態を文字、記号又は色により見
やすい箇所に表示すること。ただし、表示するこ
とが困難なものにあっては、この限りでない。

3
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電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

適合すべき技術基準(要旨)
写

真
技術基準不適合箇所の内容

消磁器

品目番号３３８
試料番号２

なし
なし

（RCK-01）
無届け

（東洋磁気工業）

６． 構造試験において、交換が可能である電流
ヒューズが「３Ａ」であるにもかかわら
ず、銘板にある定格電流の表示が「ｔｈｅ
ｆｕｓｅ　ｕｎｄｅｒ　３ＡＭＰ」であっ
た。

別表第八１（２）マ
ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板
又はヒューズの取付け部に電流ヒューズにあって
は定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動作
温度を、容易に消えない方法で表示すること。た
だし、取り換えることができないヒューズにあっ
ては、この限りでない。

4

７． 部品及び付属品試験において、差し込みプラグ
刃の形状が別表第四６（１）ニ（ホ）ａの表１に掲
げる１２５Ｖ１５Ａ以下のものにもかかわらず、２
５０Ｖ６Ａの定格表示であった。

別表第八１（３）ヌ
接続器にあっては、別表第四１（１）並びに
（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、
ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに６
（１）イ、ハ、ニ及びホ並びに６（３）ロ、ハ、
ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルに規定する技術上の基
準に適合すること。
別表第四６（１）ニ（ホ）
寸法は、次に適合すること。
ａ　差し込みプラグ、コンセント、マルチタッ
プ、コードコネクタボデイ、アダプターその他の
差し込み接続器であつて、次の表１，表２及び表
３左欄に掲げるものの寸法は、それぞれ表１，表
２及び表３の右欄に掲げる図によること。

5

８． 表示において、表示すべき事項のすべての表
示がなかった。

別表第八１（１２）
附票第六に規定する表示の方式により表示するこ
と。
（附表第六）
１ 定格電圧
２ 定格周波数
３ 定格消費電力
４ 二重絶縁構造のものにあつては、の記号

6
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品目番号 ３０２ 
家庭用温熱治療器 

試料番号 １ 

㈱クロシオインターナショナル（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

   

 

 

コントローラ内部のプリント基板 

表面；「ＦＵＳＥ」表示のみ       裏面；表示なし 

 

  

 

 

 

 
構造試験において、交換が可能である電流ヒューズの取付け部及び銘板のい

ずれにも定格電流の表示がなかった。 
 

 

81/167



 

品目番号 ３０２ 
家庭用温熱治療器 

試料番号 １ 

㈱クロシオインターナショナル（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

   

 

 

発熱体の表面積１１９７ｃｍ２（５７×２１（最小）ｃｍ） 

 

 

 

 

 

異常温度上昇試験において、各１個取り付けられている温度ヒューズ、自動温度調節

器等の接点（半導体素子）及び温度過昇防止装置（サーモスタット）を短絡し、三つ

折りにした試験品に、厚さ５ｃｍの綿布団を全面に覆い、定格電圧を連続して加えた

時、発熱部の温度が１９０℃を超えた。（周囲温度３１．５℃） 

 

 

サーモスタット（１個） 

（定格８０℃） 

 

 

温度ヒューズ（１個） 

（定格１１５℃） 

 

 

 

サーミスタ（１個） 
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品目番号 ３０２ 
家庭用温熱治療器 

試料番号 ２ 

ファミリー・サービス・エイコー㈱ 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
耐熱性試験において、機器用インレットの充電部保持部にボールプレッシャ

ー試験（１２５℃）を行ったとき、へこんだ穴の直径が５．０ｍｍであった。 
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品目番号 ３０４ 
電気ポンプ 

試料番号 ４ 

リョービ㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、通常の使用状態（平常温度上昇試験：１００Ｖ５０Ｈｚ）

でポンプモーターに内蔵された過負荷保護装置が動作した。 
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品目番号 ３０４ 
電気ポンプ 

試料番号 ４ 

リョービ㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
構造試験において、器体内部のアース用口出し線（電源電線の１線）にアー

ス用である旨の表示がなかった。 
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品目番号 ３０４ 
電気ポンプ 

試料番号 ５ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

構造試験において、１２６．５℃になる巻線の表面に使用温度の上限値が７

５℃の耐熱塩化ビニル被覆の口出し線が触れていた。 
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品目番号 ３０４ 
電気ポンプ 

試料番号 ５ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 
構造試験において、本体内部のアース線にアース表示がなかった。（電源電線

３心ＶＣＴの１心） 
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品目番号 ３０４ 
電気ポンプ 

試料番号 ５ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

消費電力の許容差試験において、表示の定格消費電力２１０／２５０Ｗに対

して、測定値が１７１．９／１９５．８Ｗ（電源周波数５０／６０Ｈｚ、偏

差：－１８．２／－２１．７％）であった。 
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品目番号 ３０４ 
電気ポンプ 

試料番号 ５ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平常温度上昇試験（１００Ｖ、５０Ｈｚ、連続運転）において、電動機巻線

の温度が１２６．２℃（水温２５．０℃）であった。 

ただし、Ｆ種絶縁以上の場合はこの限りでない。 
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品目番号 ３０８ 

その他の採暖用電熱器具 
試料番号 １ 

㈱カイテック（貝沼産業） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

      
 

 

 

     
 

 

 

 

 
消費電力の許容差試験において、表示の定格消費電力２５Ｗに対して、電源電圧が１

００Ｖのときに測定した測定値が３０．２Ｗ（電源周波数６０Ｈｚ、偏差：２０．８％）

であった。 
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品目番号 ３１５ 
投込み湯沸器 

試料番号 １ 

泉電熱㈱ 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

  
 

コントローラーケースからヒーター取付金属板 

を取り外した状態 

 

ヒーター端子                サーモスタット端子 

 

 

 

 

 

 
絶縁性能試験において、器体を清水中に３分間浸した後の絶縁抵抗が０ＭΩ

であった。 
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品目番号 ３１６ 
電熱マット 

試料番号  １ 

㈱雪国の春（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、電源入力コネクター、及び電源出力コネクターに適切な

表示がなく、誤接続のおそれがあった。 
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品目番号 ３１６ 
電熱マット 

試料番号 １ 

㈱雪国の春（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、送り配線が可能であるが、最大接続枚数や最大容量等の

表示がなかった。 
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品目番号 ３１６ 
電熱マット 

試料番号  １ 

㈱雪国の春（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
表示において、表示すべき事項である定格電圧、定格消費電力、屋外用の旨の表示が

なかった。 
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品目番号 ３１６ 
電熱マット 

試料番号 ２ 

㈱北海道ゴム工業所 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
表示において、表示すべき事項である定格電圧、定格消費電力、屋外用の旨

の表示がなかった。 
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品目番号 ３１７ 
電気乾燥器 

試料番号 １ 

フカダック㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構造試験において、アース線にアースの旨の表示が無かった。  
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品目番号 ３１７ 
電気乾燥器 

試料番号 １ 

フカダック㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 構造試験において、アース端子ねじの呼び径が３ｍｍであった。  
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品目番号 ３１７ 
電気乾燥器 

試料番号 ３ 

コーナン商事㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、本体の表示に有害な水の浸入に対する度合いの表示（Ｉ

Ｐ番号）がなかった。 
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品目番号 ３１７ 
電気乾燥器 

試料番号 ３ 

コーナン商事㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ③  ④  ①  ② 

 

平常温度上昇試験において、次の箇所の絶縁物が温度限度（使用温度の上限

値）を超えていた。 

① 内部配線黒（塩化ビニル）：１１８．５℃ 

② 内部配線白（塩化ビニル）：８８．５℃ 

③ コネクタ（ポリアミド）：１１９．５℃ 

④ コネクタ（ポリアミド）：１２７．５℃ 

ただし、別表第十一第１章に掲げている絶縁物が、同表のその２の温度限度

以下で使用されている場合であって、別表第十一第２章（絶縁物の使用温度

の上限値を決定する試験方法）による熱劣化推定温度を客観的に確認したも

のは、この限りでない。 
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品目番号 ３１７ 
電気乾燥器 

試料番号 ４ 

トーリ・ハン㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                イ  ロ  ハ  ニ  ホ  

 

構造試験において、電源基板上の印刷配線間の空間距離が次のとおりであった。 

イ．ＡＣ１００Ｖ充電部相互間：２．３ｍｍ 

ロ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：０．８ｍｍ 

ハ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：１．５ｍｍ 

ニ．電流ヒューズの開路時異極回路間：１．３ｍｍ 

ホ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：１．５ｍｍ 

 

 

100/167



 

品目番号 ３１７ 
電気乾燥器 

試料番号 ４ 

トーリ・ハン㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 構造試験において、定格消費電力の表示がＷでされていなかった。  

 

101/167



 
品目番号 ３１９ 

電気製氷機 
試料番号 １ 

㈱ベルソス（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
電源接続及び外部可とうコードにおいて、接地線が緑と黄色とで配色した被覆

でなかった。 
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品目番号 ３１９ 
電気製氷機 

試料番号 １ 

㈱ベルソス（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

ねじ及び接続において、接地導通のための接続に用いているセルフタッピン

グねじに緩み止めが無く、かつ、セルフタッピングねじ１個で止められてい

た。 

 

 

 

可触金属部 

アース端子 

底板への接地導通の接続に用いてい

るセルフタッピングねじ緩み止めが

無く、かつ、１個で止められていた。 
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品目番号 ３１９ 

電気製氷機 
試料番号 ２ 

ＳＩＳ㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

1.2mm  2.2mm 

 

 

 

 

構造試験において、電源基板上の印刷配線間の空間距離が次のとおりであった。 

イ．開路時に異極充電部相互間となる電流ヒューズの印刷配線間が２．２ｍｍで

あった。 

ロ．開路時に異極充電部相互間となる電磁リレーの印刷配線間が１．２ｍｍであ

った。 
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品目番号 ３１９ 
電気製氷機 

試料番号 ２ 

ＳＩＳ㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造試験において、アース機構を設けていなかった。なお、電源プラグより

アース線を引き出していたが、この構造は据置形以外の電動工具等のみに認

められているものであった。 
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品目番号 ３１９ 
電気製氷機 

試料番号 ２ 

ＳＩＳ㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

 

 

    

      水位センサー                  ３．６ｍｍ 

 

 

構造試験において、金属製の水位センサー（電極）がアース機構に接続され

ていなかった。なお、水位センサー（電極）と導電的に接続されているプリ

ント基板の２次側開路と１次側回路（１００Ｖ）との空間距離が３．６ｍｍ

であり、強化絶縁の距離が確保されていなかった。 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 １ 

ロボテック大阪㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造試験において、プリント基板上（印刷配線間）の異極充電部相互間（１００Ｖ）

の空間距離（最小値）が次のとおりであった。 

イ．ＡＣ１００Ｖ充電部相互間：１．３ｍｍ 

ロ．ＡＣ１００Ｖ充電部－整流後回路間：１．１ｍｍ 

 

 

ロ 

イ 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 １ 

ロボテック大阪㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、プリント基板上（半田付け部間）の異極充電部相互間（１００Ｖ）

の空間距離（最小値）が１．４ｍｍであった。 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 １ 

ロボテック大阪㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、安定器口出し線を通している安定器の金属貫通孔が鋭利であるた

め、電線の被覆が損傷した。 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 １ 

ロボテック大阪㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

 

 

 

  

 

 
構造試験において、放電ランプの近傍又は外郭の見やすい箇所に適用ランプの種類が

表示されていなかった。 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 ２ 

ウィキャン㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 銘板表示なし 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、プリント基板上（印刷配線間）の異極充電部相互間（１

００Ｖ）の空間距離（最小値）が１．０ｍｍであった。 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 ２ 

ウィキャン㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 銘板表示なし 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、プリント基板上（半田付け部間）の異極充電部相互間（１００Ｖ）

の空間距離（最小値）が１．１ｍｍであった。 
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品目番号 ３２１ 
電気捕虫機 

試料番号 ２ 

ウィキャン㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

（銘板表示なし） 

 

 

 

 

 

 
表示において、技術基準に基づく表示（定格電圧、定格消費電力及び定格周

波数）がなかった。 
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品目番号 ３２１ 

電気捕虫機 
試料番号 ２ 

ウィキャン㈱（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

 

（銘板表示なし） 

 

 

 

 

 

 

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、周波数が５２６．５ｋＨｚ以

上５ＭＨｚ以下の範囲で最大値が７５．７／７４．５ｄＢ(測定周波数５２６．

５／５２６．５ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。 
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品目番号 ３２４ 
紙幣計数機 

試料番号 ２ 

コーア㈱ 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

充電部へのアクセスにおいて、紙詰まり等の解除のために開放する背面扉を開け、 

開口部から試験指を挿入したとき、危険電圧から機能絶縁で絶縁された抵抗表面に 

接触した。 
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品目番号 ３２５ 
自動販売機 

試料番号 １ 

協南精機㈱ 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

【プリント基板の絶縁距離】 

                器体内部底面部に配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       2.1mm のピンゲージをあてた状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造試験において、プリント基板（印刷配線）の１００Ｖ異極充電部相互間（電流 

ヒューズＦ１）の空間距離が２．１ｍｍであった。 
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品目番号 ３２５ 
自動販売機 

試料番号 １ 

協南精機㈱ 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

【消費電力の不適合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費電力の許容差試験において、表示された定格消費電力１８Ｗに対して、運転 

（販売）時の測定値が６．２４／６．２６Ｗ（定格周波数５０／６０Ｈz、偏差値 

：－６５．３／－６５．２％）であった。 
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品目番号 ３２５ 
自動販売機 

試料番号 １ 

協南精機㈱ 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示において、表示すべき事項である「屋内用」の表示が銘板等になかった。 
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品目番号 ３２５ 
自動販売機 

試料番号 １ 

協南精機㈱ 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

【雑音の強さの不適合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上 

５ＭＨｚ以下の範囲で最大値が６０．４／６０．４ｄＢ（測定周波数５４１／ 

５４３ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。 
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品目番号 ３２７ 

理髪いす 
試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 材料試験において、アース端子（外部）の材料が鉄製であった。  
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品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 

 

ハ   ロ    イ 

 

 

構造試験において、ヒューズ基板上の異極充電部相互間の空間距離が次のとおり

であった。 

イ．ヒューズ（ＦＵ２）の半田付け部とパターン間：１．０ｍｍ 

ロ．ヒューズ（ＦＵ２）のパターンとパターン間：１．０ｍｍ 

ハ．ヒューズ（ＦＵ２）とコンデンサーとの間：０．８ｍｍ 
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品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

  

 

 

 

 

             イ          ロ 

 

 

構造試験において、アース機構（外部アース端子）と人が触れるおそれのある金

属部と電気的に完全に接続されていなかった。アース端子と人が触れるおそれの

ある金属部（いす取り付け金具及び背もたれ取り付け金具）との間に１５Ａを連

続して通電した結果、この間の電圧降下が次のとおりであった。 

イ．アース機構－いす取り付け金具間：１．９５Ｖ 

ロ．アース機構－背もたれ取り付け金具：１．６３５Ｖ 
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品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

 

  

 

 

                    

 

リード線 

          

 
構造試験において、人が触れるおそれのあるリード線（フットスイッチ部の内部

接続用）が二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されていなかった。 
 

 

123/167



 

品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ５ 

写真番号 ５ 

 

 

  

 

 

  

 

アース端子接続用端子ねじ     内部アース渡り線が脱落 

 

 

構造試験において、アース線接続用端子で、アース用口出し線と内部アース渡り

線と一緒に接続されているため、アース用口出し線を取り付け、取り外したとき

内部アース渡り線が脱落した。 
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品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ６ 

写真番号 ６ 

 

 

  

 

 

  

 

電源電線      内部リード線 

 

 

 

構造試験において、電源電線接続用端子で、電源電線と内部リード線と一緒に接

続されているため、電源電線を取り付け、取り外したとき内部リード線が脱落し

た。 
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品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ７ 

写真番号 ７ 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

部品において、機器に流れる最大電流が１６．５Ａ（ＡＣアウトレット１４．５

Ａ＋２Ａ）であるにもかかわらず断面積が１．２５ｍｍ2（１２Ａまで）の電源電

線及び１２５Ｖ１２Ａの電源プラグを使用していた。 
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品目番号 ３２７ 
理髪いす 

試料番号 １ 

㈱ビューティガレージ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ８ 

写真番号 ８ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

消費電力の許容差試験（６０Ｈｚ，１００Ｖ）において、通常の使用状態（積載

重量６５ｋｇ）で実測値が１９２Ｗであり、定格消費電力１６０Ｗに対する偏差

が＋２０％であった。 

 

 

127/167



 

品目番号 ３３０ 
電気床磨き機 

試料番号 １ 

アマノ武蔵電機㈱ 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  
 

  

 

 

  
 

              器具間電線を押し込んだ状態 

 

 

 

構造試験において、器具間電線（本体側とスイッチＢＯＸ側との接続用電線：露

出部分は２８．８ｃｍ）を器体（本体側）の内側に向かって器具間電線の器体側

から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだとき、露出電線と内部端子との接続部に

張力が加わった。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 １ 

㈱高儀（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

構造試験において、回転方向切替スイッチ部の１００V異極充電部相互間の空間

距離（沿面距離を含む：その他の箇所）が次のとおりであった。 

イ．スイッチ底面の端子間：２．０ｍｍ 

ロ．スイッチの金属ケーシングを介した端子間：１．７ｍｍ（０．８ｍｍ＋０．

９ｍｍ） 

 

 

0.9 mm 0.9 mm

0.9 mm0.8 mm

2.0 mm(異極間） 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 １ 

㈱高儀（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、電動機の回転子巻線（充電部）と回転子鉄心及びシャフト（ア

ースに接続）との間の空間距離が１．３ｍｍ及び１．７ｍｍであった。 
 

 

鉄心のエッジまで

1.3 mm 

フランジの 

エッジまで 
1.7 mm 

鉄心とシャフトはアースするおそれ

のある非充電金属部である。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 １ 

㈱高儀（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、電動機の金属ケース（アースに接続）とブラシ用スプリング

金具（充電部）との空間距離が最少０．９ｍｍであった。 
 

 

 

 

電動機のケーシングは、アースに接続されている。

0.9 mm 

1.3 mm 

1.0 mm 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 １ 

㈱高儀（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４、５ 

写真番号 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑音の強さ（雑音電力）において、周波数が３０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ以

下の範囲で最大値が７９．９ｄＢ（測定周波数４０．１８ＭＨｚ）であった。 

 

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、周波数が５ＭＨｚを超え３０

ＭＨｚ以下の範囲で最大値が７６．４／７５．９ｄＢ（測定周波数８．９８

８ＭＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ、逆転運転時）であった。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 ２ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料試験において、外郭（熱可塑性樹脂）に対するボールプレッシャー試験

（温度９９．０℃）を行ったところ、へこんだ穴の直径が３．１ｍｍであっ

た。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 ２ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平常温度上昇試験において、熱電温度計法で測定した電動機の温度が１２９．

５／１２４．５℃（５０／６０Ｈｚ、周囲温度２９．５／３０．５℃）であ

った。ただし、電動機の巻線がＦ種絶縁以上の場合は、この限りでない。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 ２ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

外郭の測定箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平常温度上昇試験において、使用中に人が容易に触れるおそれのある外郭（合

成樹脂製）の温度が８８．５℃（５０Ｈｚ、周囲温度２９．５℃）であった。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 ２ 

㈱ナカトミ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、周波数が５ＭＨｚを超え３０

ＭＨｚ以下の範囲で最大値が６９．８／７０．０ｄＢ（測定周波数２６．１

７ＭＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ、逆転運転時）であった。 
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品目番号 ３３１ 
電気スクリュードライバー 

試料番号 ５ 

ポップリベット・ファスナー㈱（ブラックアンドデッカー)（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
電源接続及び外部可撓コードにおいて、コードの折り曲げ試験を行った結果、

各導体の断線率が１００％であった。 
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 １ 

㈱プロスタッフ（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

 表示において、表示すべき製造業者の住所又は原産国が表示されていなかった。  
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 １ 

㈱プロスタッフ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 表示において、製品内部の機能接地に保護接地の記号が使用されていた。  
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 １ 

㈱プロスタッフ（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

  

 

 

 取扱説明書及び一般安全説明書において、一般安全説明書が供給されていなかった。  
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ４ 

㈱ワールドツール(輸入) 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

 
構造試験において、通常の使用状態（平常温度上昇試験：１００Ｖ、５０／６０

Ｈｚ）で過負荷保護装置が動作した。 
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ４ 

㈱ワールドツール（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 

構造試験において、通常の使用状態（平常温度上昇試験：１００Ｖ、５０／６０

Ｈｚ）で過負荷保護装置が動作して停止したのち、過負荷保護装置が自動復帰し

たため、予期しない可動部の動作があった。 
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ４ 

㈱ワールドツール（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

  

 

 

 

平常温度上昇試験において、各部の温度が次のとおりであった。 

イ．モーター巻線の温度が１５２．６℃であった。ただし、Ｈ種絶縁以上の場合

はこの限りではない。 

ロ．使用中に人が容易に触れるおそれのある外郭（その他のもの）の温度が９２．

０℃であった。 
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ５ 

㈱ゼウス（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

 表示において、表示すべき製造業者の住所又は原産国が表示されていなかった。  
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ５ 

㈱ゼウス（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 

表示において、次の項目が記載されていなかった。 

１．各速度設定値に対する定格速度 

２．定格ホイール径 

３．スピンドルねじのサイズ 

４．“  警告 常に目の保護具を着用のこと”又はＩＳＯ７０１０の標識Ｍ００４ 
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ５ 

㈱ゼウス（輸入） 

技術基準不適合箇所 ３ 

写真番号 ３ 

 

 

  

 

 

 表示において、１分当たりの回転数を表す単位を min-1で表示していなかった。  
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品目番号 ３３３ 
電気ポリッシャー 

試料番号 ５ 

㈱ゼウス（輸入） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ４ 

 

 

  

 

 

 取扱説明書及び一般安全説明書において、一般安全説明書が供給されていなかった。  
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品目番号 ３３４ 
電気金切り盤 

試料番号 ２ 

㈱新興製作所（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

焼損した巻線 

 

 
電圧変動試験において、９０Ｖでの運転中に著しい発煙が生じ、運転が継続

できなかった。 
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品目番号 ３３４ 
電気金切り盤 

試料番号 ２ 

㈱新興製作所（輸入） 

技術基準不適合箇所 ２ 

写真番号 ２ 

 

 

  

 

 

 
平常温度上昇試験において、整流子電動機の巻線の温度が１２２．３℃(周囲

温度３０．０℃)であった。ただし、Ｆ種絶縁以上の場合はこの限りでない。 
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品目番号 ３３４ 
電気金切り盤 

試料番号 ４ 

㈱三共コーポレーション(輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

 

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、周波数が５２６．５ｋＨｚ以

上５ＭＨｚ以下の範囲で最大値が７１．４／７１．４ｄＢ(測定周波数５２６．

５／５２６．５ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。 
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品目番号 ３３４ 
電気金切り盤 

試料番号 ５ 

㈱ミツトモ製作所（輸入） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

  

 

 

 

雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、周波数が５２６．５ｋＨｚ以

上５ＭＨｚ以下の範囲で最大値が７３．４／７３．４ｄＢ(測定周波数５２６．

５／５２６．５ｋＨｚ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。 
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品目番号 ３３５ 
エレクトロニックフラッシュ 

試料番号 １ 

コメット㈱（COMET） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造試験において、アース用口出し線（プラグから出ている形状：緑色）にアース 

用である旨の表示がなかった。 
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品目番号 ３３５ 
エレクトロニックフラッシュ 

試料番号 ２ 

プロテックス㈱（PROPET） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑音の強さ(連続性雑音端子電圧)において、周波数５２６．５ＫＨｚ以上５ＭＨｚ 

以下の範囲で測定した最大値が６０．４ｄＢ(測定周波数 ０．５２６５ＭＨｚ)であ 

った。 
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品目番号 ３３６ 
電子式金銭登録機 

試料番号 ２ 

クローバー電子㈱(輸入) 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 
表示において、プラグ接続機器であるにもかかわらず、取扱説明書に「機器の近傍に

コンセントがあり、かつ、そのコンセントには、容易にアクセスできなければならな

い」旨の表示がなかった。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

技術基準不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

材料試験において、消磁用巻線を保持する絶縁物（巻枠）を温度上昇値（９

１．５Ｋ）に４０℃を加えた１３１．５℃の恒温槽に入れ、直径が５ｍｍの

鋼球を用いて２０Ｎの静荷重を１時間加えた後に測定したへこんだ穴の直径

が４．０ｍｍであった。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

技術基準不適合箇所 ４ 

写真番号 ２ 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
構造試験において、手で容易に取り外すことの出来るヒューズホルダーのキ

ャップを外したとき、ヒューズホルダー内部の充電部に試験指が触れた。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

技術基準不適合箇所 ５ 

写真番号 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構造試験において、器体スイッチにスイッチの動作状態を示す表示がなかっ

た。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

技術基準不適合箇所 ６ 

写真番号 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造試験において、交換が可能である電流ヒューズが「３Ａ」であるにもか

かわらず、銘板にある定格電流の表示が「ｔｈｅ ｆｕｓｅ ｕｎｄｅｒ ３

ＡＭＰ」であった。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

技術基準不適合箇所 ７ 

写真番号 ５ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

部品及び付属品試験において、差し込みプラグ刃の形状が別表第四６（１）

ニ（ホ）ａの表１に掲げる１２５Ｖ１５Ａ以下のものにもかかわらず、２５

０Ｖ６Ａの定格表示であった。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

技術基準不適合箇所 ８ 

写真番号 ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表示において、表示すべき事項のすべての表示がなかった。  

 

160/167



３．７　施行規則不適合電気用品の概要
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３．７　施行規則不適合電気用品の概要

電気用品名

検査試料番号
定　格

PSEマーク等

（型番）

製造事業者名
又は

輸入事業者名
（ブランド名）

施　行　規　則
写

真

アイスクリームフ
リーザー

品目番号：３０５
試料番号２

100V
6W

50/60Hz


(MCE-3631)

㈱マクロス
（輸入）

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の
方式）において、当該製品の電気用品名
は、使用上「アイスクリームフリーザー
（商品名：パーティーエステールアイスク
リーマー）」として、適合性検査の特定電
気用品の対象品であるにもかかわらず、表
示銘板には特定電気用品に要求されている
表示（及び検査機関名）が行われていな
かった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

1

電熱マット

品目番号３１６
試料番号１

表示なし


（雪国の春）
㈱雪国の春
（輸入）

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の
方式）において、表示すべき事項である届
出事業者の氏名又は名称が表示されていな
かった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

1

電熱マット

品目番号３１６
試料番号２

表示なし


(TD-85S)
㈱北海道ゴム工業所

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の
方式）において、表示すべき事項である届
出事業者の氏名又は名称が表示されていな
かった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

1

電気捕虫機

品目番号３２１
試料番号２

100V
50/60Hz

（WJ-718）
ウィキャン㈱

（輸入）

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の
方式）において、表示すべき事項である
の記号及び届出事業者の氏名又は名称が表
示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

1

消磁器

品目番号３３８
試料番号２

なし
なし

（RMK-01）
無届け

（東洋磁気工業）

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の
方式）において、表示すべき事項である
の記号及び届出事業者の氏名又は名称が表
示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

1

施行規則不適合箇所の内容
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品目番号 ３０５ 
アイスクリームフリーザー 

試料番号 ２ 

㈱マクロス（輸入） 

施行規則不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

  

 

 

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、当該製品の電気用品名は、

使用上「アイスクリームフリーザー（商品名：パーティーエステールアイスクリーマ

ー）」として、適合性検査の特定電気用品の対象品であるにもかかわらず、表示銘板

には特定電気用品に要求されている表示（及び検査機関名）が行われていなかった。 
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品目番号 ３３８ 
消磁器 

試料番号 ２ 

無届け（東洋磁気工業） 

施行規則不適合箇所 １ 

写真番号 １ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、表示すべき事項

であるの記号及び届出事業者の氏名又は名称が表示されていなかった。 
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